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序

１ 教育振興基本計画策定の趣旨

沖縄県では平成22年３月に、未来を展望した、「沖縄のあるべき姿、ありたい姿」

を示す道標となる『 沖縄２１世紀ビジョン ～ みんなで創る みんなの美ら島 未来

の沖縄 ～ 』を策定した。本ビジョンは、県民全体で共有する、沖縄県の概ね20年

後を目途とする将来像を示す基本構想となっている。

国においては、平成18年12月に教育基本法が改正され、同法第17条に、地方公

共団体は教育の振興のための施策に関する基本計画を定めるよう努めなければなら

ないことが規定され、改正教育基本法を踏まえた教育制度の改正も進められ、平成

20年７月には国の教育振興基本計画が策定された。

このような状況のもと、本県教育の基本的指針である現行の沖縄県教育長期計画

（平成14年度～平成23年度）及び沖縄県教育振興基本計画－第３次沖縄県教育推

進計画（改訂版）－（以下「基本計画」という。平成21年度～平成23年度）に引

き続き、平成24年度以降の本県教育の振興のための施策に関する新たな計画の策定

が必要となっている。

そのため、現行の教育長期計画と基本計画を総括し、その成果と基本的考え方を

引き継ぐとともに、『沖縄２１世紀ビジョン』及び平成２４年５月に策定された『沖

縄２１世紀ビジョン基本計画』に沿い、新たに長期的・総合的観点に立って将来の

展望を拓き、効率的かつ効果的な施策展開を図るために、現行の教育長期計画と基

本計画を統合した「沖縄県教育振興基本計画」を策定した。

２ 教育振興基本計画の性格

(1) この計画は、大きな時代の転換期の中で、教育をめぐる諸課題の解決を図り、

新しい時代に対応した本県教育の在り方についての新たな視点と方向性を示すも

のである。

(2) この計画は、希望と活力にあふれる豊かな県づくりのため、その基盤となる人

材育成を図るためのものである。

(3) この計画は、教育基本法第17条第２項の規定に基づき、本県教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画として策定するものであり、教育行政運営の基本と

なるものである。

(4) この計画は、本県教育の在り方について、広く県民の理解と協力を求めるもの

である。

３ 教育振興基本計画の構成

この計画は、総論と各論で構成する。

(1) 総論は、本県の教育を取り巻く状況を明らかにし、本県が目指す教育の姿を

示すものとする。

(2) 各論は、本県が目指す教育の実現に向けて、具体的な施策の展開を明らかに

するものとする。

４ 教育振興基本計画の計画期間

この計画の期間は、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」に準じ、平成24年度を初

年度として、平成３３年度までの10年間とする。ただし、第２章の各論については、

平成２８年度までの５年間の前期計画とする。
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5 教 育 の 目 標

平成2４年

県は、個性の尊重を基本とし、国及び郷土の自然と文化に誇りをもち、創造

性・国際性に富む人材の育成と生涯学習の振興を期して、次のことを目標に教

育施策を推進する。

自ら学ぶ意欲を育て、学力の向上を目指すとともに、豊かな表現力と

ねばり強さをもつ幼児児童生徒を育成する。

平和で安らぎと活力ある社会の形成者として、郷土文化の継承・発展

に寄与し、国際社会・情報社会等で活躍する心身ともに健全な県民を育

成する。

学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力のもとに、時代の変化に

対応し得る教育の方法を追究し、生涯学習社会の実現を図る。

幅広い教養と専門的能力を培うとともに、高い公共性・倫理性を保持

しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、改善していく資質

を有する人材を育成する。
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６ 教 育 施 策 の 体 系

教 育 の 目 標 主 要 施 策 施 策 項 目

１ 潤いと生きがいのある (1) 生涯学習推進体制の充実
生涯学習社会の実現
［生涯学習の充実］ (2) 県民の学習ニーズに応える学習機会の充実

(1) 心の教育の充実

(2) 確かな学力の確立
自ら学ぶ意欲を育

２ 自ら学ぶ意欲を育む (3) たくましい心と体を育む教育の充実
て、学力の向上を目指 学校教育の充実

［学校教育の充実］ (4) 食育の推進
すとともに、豊かな表

(5) 特別支援教育の充実
現力とねばり強さをも

(6) 幼児教育の充実
つ幼児児童生徒を育成

(7) 個性を大切にする教育の推進
する。

(8) 魅力ある学校づくりの推進

(1) 国際社会に対応した教育の推進
３ 多様化、高度化する社会の

変化に対応した教育の推進 (2) 情報社会に対応した教育の推進
［国際社会・情報社会等への

対応］ (3) 科学技術の進展に対応した教育の推進

平和で安らぎと活力
４ 地域を大切にし、誇りに (1) 健やかな青少年を育む地域活動・体験活動の充実

ある社会の形成者とし 思う健全な青少年の育成
［青少年の健全育成］ (2) ユイマールの心でつなぐ学校・家庭・地域社会の相互

て、郷土文化の継承・ の連携及び協力

創 発展に寄与し、国際社
造 (1) 生き生きした活動を支える社会教育基盤の整備・充実
性 会・情報社会等で活躍 ５ 家庭・地域の教育機能の
・ 充実 (2) 時代のニーズに応える社会教育活動の充実
国 する心身ともに健全な ［社会教育の充実］
際 (3) 心の触れあいのある家庭教育機能の充実
性 県民を育成する。
に
富 ６ 豊かな感性を育む文化の (1) 文化財の保護と活用
む 継承と発展
人 学校・家庭・地域社 ［文化の継承・発展］ (2) 文化施設の活用と文化芸術活動の推進
材
の 会の相互の連携及び協
育 (1) 教育施策推進体制の充実
成 力のもとに、時代の変 ７ 新しい時代を展望した
と 教育行政の充実 (2) 教育委員会の充実
生 化に対応し得る教育の ［教育行政の充実］
涯 (3) 教職員等の労働環境の改善・充実
学 方法を追究し、生涯学
習
の 習社会の実現を図る。 (1) 県民一人一人が輝く生涯スポーツの推進
振 ８ 健康な体をつくり県民が
興 輝くスポーツの振興 (2) 県民に夢と希望を与える競技スポーツの推進

［スポーツの振興］
(3) 社会体育施設の整備・充実

９ 私立学校教育の振興 (1) 私学助成その他の支援
［私立学校教育の振興］

10 社会の信頼に応える学士 (1) 教育内容の充実
幅広い教養と専門的 課程教育の推進

［学士課程教育の充実］ (2) 教育実施体制の充実
能力を培うとともに、

高い公共性・倫理性を 11 大学院教育の強化 (1) 教育内容の充実
［大学院教育の強化］

保持しつつ、時代の変 (2) 教育実施体制の充実

化に合わせて積極的に
12 大学の教育研究の推進と (1) 教育研究の充実

社会を支え、改善して 基盤の強化
［教育研究の推進と基盤の強化］ (2) 教育研究施設・設備の整備の推進

いく資質を有する人材

を育成する。 13 大学による社会貢献の (1) 地域振興に貢献する取組の充実
推進

［社会貢献の推進］
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第１章 総 論

１ 潤いと生きがいのある生涯学習社会の実現

〔生涯学習の充実〕

わが国における本格的な人口減少社会の到来、産業構造・就業構造の変化、グロー

バル化・情報化等の一層の進展、人々の支えあいと活力ある社会の構築等、社会環境

の変化には著しいものがあり、人々のニーズは、ますます多様化・高度化している。

このような状況の中、生涯学習・社会教育の分野においては、今後、特に、個人が

自立し、また、自らを律し、他と協調しながら、その生涯を切り拓いていく力を身に

付けるとともに、それを地域社会全体の力に結びつけていくことが求められており、

学習活動を通じて、地域住民等の間の「絆」を築き、互いに学び合い、交流し、能力

等を高め合うことのできるような「地域の力」を引き出し、具体的な実践につなげて

いくことの重要性が増している。

そのため、第三次沖縄県生涯学習推進計画に基づき、「人づくり、地域づくり」に取

り組み、「潤いと生きがいのある生涯学習社会の実現」に向け、生涯学習振興のための

諸施策を推進する。

(1)生涯学習推進体制の充実

①基本的な考え方

県民が「いつでも、どこでも」必要とする学習を可能にするため、生涯学習推

進体制・基盤の整備を図るとともに、市町村や大学等の高等教育機関、民間教育

事業者等と連携した生涯学習ネットワークの整備を促進し、高度情報通信技術を

活用した生涯学習機会の拡充を図る。さらに、学んだ成果が適切に評価され、社

会に生かせるような生涯学習評価システムと体制の整備を推進する。

また、本県全体の生涯学習の推進を図るためには、総合行政の役割を担う沖縄

県生涯学習推進本部の体制を強化するとともに、市町村においても、生涯学習推

進本部等を設置し、生涯学習推進体制の整備を図る必要がある。

②主要課題

ア 県生涯学習推進本部の活性化を図り、総合組織としての実働性を高める必要

がある。

イ 市町村の生涯学習推進体制の整備を図る必要がある。

ウ 地域課題の解決に資する学習機会の充実を図る必要がある。

エ 生涯学習・社会教育指導者の養成及び資質向上研修会等の充実を図る必要が

ある。

オ 社会教育施設、関係施設団体、民間団体、大学等との積極的な連携を図る必

要がある。
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③施策の方向

ア 第三次沖縄県生涯学習推進計画に基づき、行政各部局が一体となって生涯学

習に関する諸施策を具体的に推進する。

イ 生涯学習推進本部が、生涯学習を総合組織として推進するための体制の強化

を図る。

ウ 「沖縄県生涯学習審議会」及び「社会教育委員の会議」を積極的に運営し、

答申・提言等を生涯学習施策に反映させる。

エ 市町村等の連携・協力を推進し、市町村生涯学習推進体制整備の充実を図る。

（生涯学習推進本部等の設置、答申・建議・提言等、生涯学習振興計画等の策

定、生涯学習の中心的施設等の設置、教育の日の設定、フェスティバル・発表

会等の設定）

オ 生涯学習・社会教育指導者の養成及び資質向上研修会等の充実を図る。

カ 生涯学習推進センター機能の充実を図る。

キ 学習活動を通じた地域の「絆」の再構築と地域課題の解決を図る。

(2)県民の学習ニーズに応える学習機会の充実

①基本的な考え方

社会の著しい変化に伴い、人々の学習意欲が新たな高まりをみせ、個人や団体

等による自主的な学習活動が行われている。これらの学習ニーズや県民の生涯の

各時期における人間形成及び学習課題に応えるため、学習情報及び学習相談体制

の整備、学習機会の提供、併せて指導者の養成や人材バンクの整備等、学習活動

への積極的な支援に努め、生涯学習社会の実現を図る。

②主要課題

ア 生涯学習に関する支援、相談、研修等の充実を図る必要がある。

イ 「おきなわ県民カレッジ」について、県民に対する広報啓発活動の取組を充

実させる必要がある。

ウ 「おきなわ県民カレッジ」及び「沖縄県生涯学習情報プラザ」の質・量の一

層の充実を図る必要がある。

エ 全県的に生涯学習を推進する中で、市町村間で取組の地域格差が生じないよ

う、各市町村への支援を充実することが必要である。

③施策の方向

ア 生涯学習推進センターを拠点として、生涯学習に関する支援・相談・研修等

の充実を図る。

イ 「おきなわ県民カレッジ」の機能の拡充を推進するため、市町村や高等教育

機関等と連携し、主催講座及び連携講座の充実を図るとともに、県民への周知

を図る。

ウ インターネットなどを活用した、市町村や高等教育機関等との全県的・広域

的な連携による「沖縄県生涯学習情報プラザ」の整備・充実を図る。

エ 学習成果の適切な評価の在り方について調査研究を進める。
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２ 自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実

〔学校教育の充実〕

平和で安らぎと活力のある社会の形成者として、生涯にわたる学習の基礎を培い、

豊かな心をもち、たくましく生きる人材を育成するためには、その基礎・基盤となる

教育の役割は極めて重要である。

そのため、学校では幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、組織的・計画的・継続的な

教育を行うことが肝要である。さらに、基礎的な知識及び技能の習得と、これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力、応用力等を育み、主体

的に学習に取り組む態度を養うことが大切である。

また、豊かな人間性や社会性の育成を図るため、各教科・科目、道徳、総合的な学

習の時間、特別活動、体験学習、奉仕活動等の学校の教育活動全体を通じて「心の教

育」を推進する。

学校体育・スポーツ及び健康教育においては、心と体を一体としてとらえ、運動や

健康・安全についての理解と運動の日常的な実践を通して、運動に親しむ資質や能力

を育てると同時に、健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図る。さら

に幼児児童生徒に危険回避能力を身に付けさせるため、防犯・防災教育の充実を図る

とともに、明るく豊かで活力のある生活を営む態度を育成する。また、健康な心身を

育むためにも食育を推進することが重要である。

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組

を支援するという視点に立ち、支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校

においてその充実に努める。

幼児期の教育においては、幼児一人一人に基本的な生活習慣を定着させるなどの生

涯教育の基礎を身に付けさせ、それぞれの個性を大切にする教育を推進する。

魅力ある学校づくりを推進するために、地域に開かれた学校、教職員としての使命

感、資質・能力を向上するための教職員研修の充実、学校教育の基盤となる施設・設

備の充実を図る。

(1)心の教育の充実

①基本的な考え方

少子高齢化や核家族化、情報化の進展などの社会環境の急激な変化は、物質的

な豊かさと相まって、価値観の多様化や人間関係の希薄化をもたらす一因となっ

ている。子どもたちは、人間としての在り方生き方など確固たる拠り所を見いだ

すことに苦慮する状況にあることも否めない。

そのため、学校においては、命の大切さや思いやりの心、善悪の判断や公共心

などの規範意識、正義感や公正・公平を重んじる心、美しいものに感動する豊か

な感性、自立心、自己抑制力、共生の心など「豊かな心」を育み、自らの人生を

よりよく生きていけるようにするため、幼児期から「心の教育」の充実を図るこ
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とが大切である。

②主要課題

ア 道徳的な心情や判断力、実践意欲と態度などの道徳性を培う道徳教育を、道

徳の時間を要として、学校の教育活動全体を通じ、指導の充実を図る必要があ

る。

イ 平和・人権教育について、実体験者が高齢化する等、体験談等に触れる機会

が減少する中、先人たちが育んできた平和と共生の精神を生かし、内容の充実

を図る必要がある。また、生命を尊重し、他人の立場を理解し、思いやりや寛

容の精神を育成することが必要である。

ウ 心の教育を通して解決すべき生徒指導上の課題として、児童生徒の生命に関

わる深刻な事案の発生や、問題行動の低年齢化傾向などがあり、学校・家庭・

地域が連携し解決に取り組む必要がある。また、不登校についても、大きな課

題として解決に取り組む必要がある。

③施策の方向

ア 学校の教育活動全体を通じて、人間としての在り方生き方についての自覚を

深めるとともに、自他の生命を尊重する心を基盤に、豊かな心を育むため、ボ

ランティア活動や自然体験活動など、豊かな体験を通して児童生徒の内面に根

ざした道徳性を育むように努める。さらに、家庭・地域社会との連携による道

徳教育の充実を図る。

イ 人権意識の高揚に努めることや日常の集団生活を通してルールを守ることの

重要性を理解させる等、規範意識を育む取組の充実を図り、国際社会の一員と

して、平和的な国家及び社会の形成者にふさわしい資質を育てる。

ウ 「自己決定の場を与える」「自己存在感を与える」「共感的人間関係を育成す

る」の生徒指導の３つの機能を核とし、学校・家庭・地域が連携した生徒指導

を充実させ、問題行動等の未然防止を図る。特に、教職員が一人一人の児童生

徒に目を向け、早期発見・早期対応に努めるとともに、学校が組織的に取り組

むことが重要であり、きめ細かな支援の充実を図る。

(2)確かな学力の確立

①基本的な考え方

幼児児童生徒に確かな学力を身に付けさせるためには、各学校における「わか

る授業」の構築を推進し、校内研修の充実と児童生徒の実態に基づいて作成して

いる「学力向上推進のための取組構想図」の活用を支援するとともに、経年研修

をはじめとする各種研修会等の取組を充実させ、教師の授業力の向上を図ること

が必要である。

また、学力の向上を図るためには、児童生徒一人一人が自分の目標とする進学

や就職等の達成に向かう目的意識の高揚や学習意欲の醸成のための取組が必要で

ある。
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さらに、「早寝、早起き、朝ごはん」等の規則正しい「基本的な生活習慣」を身

に付けることも「確かな学力」の向上につながる大切な要素であることを保護者

に理解してもらい、家庭と連携して推進していくとともに、各機関と連携を図り、

ネットワークの構築など県民総ぐるみの取組を推進する必要がある。

②主要課題

ア 本県の児童生徒は全国学力・学習状況調査において、小学校、中学校ともに

全国平均に及ばない状況であるが、徐々に全国平均との差が縮まっており改善

の兆しがみえる。しかし、本県の実態として、学習内容の定着が弱い児童生徒

や基本的な生活習慣が確立していない児童生徒の割合が他の都道府県に比べて

高いことから、その解決に取り組む必要がある。

イ 本県は、高等学校や大学等への進学率が全国平均に及ばない状況であること

から、教師の授業力向上を図るとともに、生徒が意欲的に学ぶ環境づくりを整

備する必要がある。

③施策の方向

ア 「生きる力」を育成するために、キャリア教育の視点を踏まえた学力向上の

取組を行うことで、幼児児童生徒一人一人に夢や希望を持たせ、学ぶ意欲の向

上を図る。

イ 幼児児童生徒一人一人に「確かな学力」を身に付けさせるため、学習指導要

領に示された学習内容を確実に身に付けさせることを基盤に、学力向上に係る

課題解決のため、具体的・効果的な取組を推進する。特に、小学校低学年から

の取組を強化するとともに、各学年においてつまずきやすい内容を丁寧に指導

するなど、わかる喜びを味わわせ学習意欲を高める授業を展開する。また、「基

本的な生活習慣」の確立により、学力の向上を図る。

ウ 高等学校においては、県内はもとより、県外や海外へも進学・就職できるよ

うな力を身に付けさせるために事業を拡充し、本県生徒の進路実現を支援する。

(3)たくましい心と体を育む教育の充実

①基本的な考え方

幼児児童生徒が、生涯を通じて運動に親しむ能力や健康で明るく豊かな生活を

営む態度を育てるため、学校体育・スポーツ及び健康教育の充実を図る必要があ

る。

このため、体育・スポーツ活動については、心と体を一体としてとらえ、生涯

にわたる豊かな「スポーツライフ」の基礎を培う観点に立ち、学習指導の工夫・

改善を図る。併せて、運動部活動の活性化や適正化を促進し、発達段階に応じた

基礎的な体力の向上に努める。

また、本県の伝統文化である空手道及び郷土の踊り等を教科体育や学校行事に

積極的に取り入れるとともに、指導者の育成及び地域指導者の活用に努める。

健康教育においては、健康に関する新たな現代的課題に適切に対処するために、
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学校保健、学校安全、学校給食を総合的にとらえ、体験的な学習活動の充実を図

り、各学校の健康課題に組織的に取り組み、幼児児童生徒の心身の健康の保持増

進に努める。さらに、学校安全指導者の資質向上を図るとともに、危険回避能力

を身に付けさせるための防犯・防災教育の充実に努める。

②主要課題

ア 幼児児童生徒の運動・スポーツへの関心・意欲や体力・運動能力の向上等を

図るため教科体育の充実を主として、運動部活動や体育・スポーツ環境の整備

及び指導者の意識の高揚と資質能力の向上、並びに学校体育団体や学校体育研

究団体の充実強化を図る必要がある。

イ 本県の伝統文化である空手道及び郷土の踊りの継承・発展を図るため、教科

体育や学校行事等で積極的に取り入れることや、指導者の育成及び地域指導者

の活用が必要である。

ウ 健康教育においては、薬物乱用、性の逸脱行動、増加傾向にある肥満や生活

習慣病、感染症及び学校安全に関する新たな課題等は年々深刻化しており、適

切かつ早急に対処する必要がある。

エ 学校安全においては、学校安全指導者養成講習会における地域安全マップの

作成及び指導者の資質向上、防犯・防災避難訓練の実施等、幼児児童生徒の危

険回避能力を身に付けさせるための防犯・防災教育の充実を図る必要がある。

オ 幼児児童生徒が生涯にわたって健康を保持増進するためには、自らの健康を

適切に管理し改善していく資質や能力を育成する必要がある。

カ 複雑多岐にわたる現代的健康課題や学校安全に関する課題に対処するために

は、養護教諭、栄養教諭、スクールカウンセラー、専門医等及び関係機関と連

携した取組を行う必要がある。

③施策の方向

ア 幼児児童生徒の体力の向上を図るため、体力・運動能力テストの計画的な実

施をはじめ、幼児児童生徒の生涯にわたる運動・スポーツの実践力を培う研究

指定校の推進や各種研修会を開催し、指導者の育成及び資質能力の向上に努め

る。

また、学校における運動部活動の活性化・適正化及び児童生徒の体力や競技

力を向上させるため、中学校・高等学校の運動部活動に外部指導者を活用する

とともに、学校体育関係団体や学校体育研究団体との連携に努める。

イ 空手道及び郷土の踊りが、教科体育や学校行事等で積極的に取り入れられる

よう、講習会・研修会等を開催し、指導者の育成及び地域指導者の活用に努め

る。

ウ 幼児児童生徒の心身の健康の保持増進を図るためには、学校保健委員会等を

活性化させ、組織的に取り組むとともに、学校の教育活動全体を通じた健康教

育を行い、健康に関する基本的な知識・技術の習得や理解を図るとともに、適

切な行動が実践できる能力の育成に努める。
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エ 幼児児童生徒の危険回避能力を身に付けさせるためには、防犯・防災避難訓

練の実施や学校安全指導者養成講習会等を開催する等、防犯・防災教育の充実

に努める。

オ 養護教諭や栄養教諭等の専門性を生かすとともに、関係機関・団体及び専門

医等の積極的な活用に努める。

(4)食育の推進

①基本的な考え方

食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つであり、健康な生活を送るた

めには健全な食生活は欠かせないものである。しかしながら、近年の子どもの食

生活を取り巻く社会環境の変化などに伴い、偏った栄養摂取、食生活の乱れ、肥

満や過度の痩身など、生活習慣病と食生活の関係も指摘され、望ましい食習慣の

形成に係る指導の充実が求められている。特に、成長期にある幼児児童生徒にと

って、健全な食生活は健康な心身を育むために欠かせないものであると同時に、

将来の食習慣の形成に大きな影響をおよぼすものであり、極めて重要である。

現在、国においては、食育基本法の施行や食育基本計画の策定、学校給食法の

改正などにより、学校給食の充実を図るとともに、学習指導要領総則に「学校に

おける食育の推進」を位置付けるなど、学校の教育活動全体を通じて取り組むこ

との必要性を示している。

本県においても、各学校における食育の充実に努め、家庭や地域・関係機関と

連携し、幼児児童生徒に様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択

する力を習得させ、健全な食生活を実践することができる能力を育成していくこ

とが必要である。

②主要課題

ア 幼児児童生徒の発達段階に応じて、栄養や食事のとり方などについて、正し

い知識を習得し、自ら判断し、実践していく力を身に付けさせるよう指導の工

夫を図る必要がある。

イ 学校給食を実施するにあたっては、安全で、適切な学校給食を提供するとと

もに、学校給食に地域の地場産物の活用を促進したり、地域の行事食を提供す

るなど学校給食の充実に努める必要がある。

ウ 栄養教諭等を中心に全職員で食に関する指導の全体計画の作成及び充実を図

るとともに、学年が上がるにつれて朝食欠食率が上がる傾向にあることについ

て対策が必要である。

エ 家庭や地域における望ましい食習慣を確立するため、「日本型食生活」の実践

について啓発するとともに、栄養教諭等を中心に食品の安全、栄養の摂取など、

様々な機会を通じて食に関する情報の発信に努める必要がある。

③施策の方向

ア 幼児児童生徒の発達段階に応じた指導を行うとともに、食に関する豊かな体
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験活動の充実を図り、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでい

くための基礎が培われるよう指導の工夫に努める。

イ 望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心と理解を深めるととも

に、学校給食における地場産物の活用の推進や米飯給食の推進に努める。

ウ 学校給食を「生きた教材」として活用した食に関する指導や個別の相談指導

について、学校の教育活動全体を通じて推進する。また、学校における食育推

進の評価指標（朝食欠食率、学校給食残食率等）を設定し、その改善を図り、

食育推進に努める。

エ 家庭や地域における幼児児童生徒の食生活の状況、基本的な生活習慣に係る

課題、健康課題などについて共通理解を図り、課題解決に向けた取組を推進す

る。

(5)特別支援教育の充実

①基本的な考え方

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握

し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切

な指導及び必要な支援を行うものである。

そのため、特別支援学校及び特別支援学級の幼児児童生徒に加えて、通常の学

級に在籍する教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒も対象として、一人一

人の教育的ニーズに応じて、幼児期から高等学校・特別支援学校高等部卒業に至

るまで、的確かつ具体的な指導や関係機関と連携した幅広い支援を充実していく。

②主要課題

ア これからの特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加の促

進を目指し、一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や

学習上の困難を改善又は克服するための適切な指導及び必要な支援を行うこと

が必要である。

イ 特別支援学校において障害の重度・重複化、多様化への対応を含め、センタ

ー的機能を強化するとともに、小・中学校等において教員の専門性の向上を図

ることが必要である。また、一部の特別支援学校では、児童生徒数の増加に伴

う過大規模化などの課題解決が必要である。

ウ 特別支援教育のより一層の充実を図るためには、保護者、地域社会に対し、

特別支援教育に対する理解・啓発を一層推進する必要がある。

エ 障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒が共に活動することは、

双方の社会性や豊かな人間性を育成し、共生社会の基礎を築く上で重要であり、

地域社会の実態に応じて活動を共にする機会を積極的に設ける必要がある。

③施策の方向

ア 全ての学校に在籍する障害のある幼児児童生徒に対する指導・支援体制の整
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備に努める。

イ 障害のある幼児児童生徒に対する正しい理解と認識を図り、適切な就学を推

進する。

ウ 特別支援教育に係る地域のセンター的機能の発揮や、教育環境の改善・整備

など、特別支援学校の充実に努める。

エ 障害のある幼児児童生徒が、障害のない幼児児童生徒や地域社会の人々と活

動や学習をともにし、相互理解を深める交流及び共同学習の充実に努める。

(6)幼児教育の充実

①基本的な考え方

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、義務

教育及びその後の学校教育全体の生活や学習の基盤の育成につながることから、

その役割は非常に大きい。幼児一人一人に基本的な生活習慣を定着させる等の生

涯教育の基礎を確立することが必要である。

子どもの発達や学びの連続性を保障し、質の高い幼児教育が受けられる教育環

境等の整備を市町村と連携して推進するとともに、幼児期の教育と児童期の教育

を円滑に接続し、系統的な教育が行われるよう幼児教育の充実を図る。

そのため、これまで築かれてきた本県の幼児教育の特色を生かしつつ、就学前

教育の視点から、国の示す施策を考慮し、本県独自の幼児教育の在り方を市町村

並びに関係部局と連携のもと構築する。

市町村は県の幼児教育推進の施策を参酌し、独自の幼児教育推進の政策を定め、

施設の整備や教職員の配置を行う等の幼児教育の推進を図る必要がある。

②主要課題

ア 本県における就学前教育に係る課題について、関係部局と共有化を図る必要

がある。

イ 幼稚園教育要領では、３歳児からの長期的な見通しをもった教育課程が編成

されており、３年保育に向けた取組の強化や小学校教育につなぐ教育課程を策

定する必要がある。

ウ 働く保護者の増加により、保護者や地域から預かり保育のニーズが高まって

おり、その実施を図る必要がある。

エ 特別支援教育の体制整備が不十分であり、幼稚園教職員の専門性の向上を図

る必要がある。

オ 各市町村における「幼児教育政策プログラム」の策定を促進する必要がある。

③施策の方向

ア 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるため、

質の高い幼児期の学校教育・保育の一体的な提供を推進する。

また、子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、保育所、幼稚園、小学校の連

携を推進する。
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イ 幼稚園の３年保育を促進し、就学までの３年間の長期的見通しをもった教育

課程を推進することにより、系統的な教育等の幼児教育の質の向上を図る。

ウ 子育て支援のあり方への理解推進や預かり保育における市町村の課題への対

応に努めるため関係部局との連携を図る。

エ 特別支援教育に係る研修会を実施し、幼児期の特別支援教育の充実を図る。

オ 「幼児教育政策プログラム」の未策定市町村に対し、資料の提供等、連携を図

りながら策定を促進する。

(7)個性を大切にする教育の推進

①基本的な考え方

幼児児童生徒一人一人の習熟の程度に応じた指導など、個に応じた指導の充実

を図り、指導方法等工夫改善に係る教員を配置するなど、その活用及び効果等に

関する実践的な研究を推進することが重要である。

また、キャリア教育では、幼児児童生徒が、将来直面するであろう様々な課題

に柔軟かつたくましく対応し、社会人・職業人として自立していくために、一人

一人が、学ぶこと、働くこと、そして、生きることについて自己の問題として真

剣に受け止め、自らの意思と責任で考え、判断していくことが大切である。

さらに、へき地教育では、へき地の特性である「へき地性」「小規模性」「複式

形態」を生かして、地域に根ざした創意ある教育課程を編成・実施し、主体的で

創造性豊かな幼児児童生徒の育成のための教育を推進する。

②主要課題

ア 幼児児童生徒の習熟の程度に応じた指導に係る推進計画や指導計画等に基づ

いた指導方法、学習形態などを工夫し、「わかる授業」の構築に努める必要があ

る。

イ キャリア教育の一環として、望ましい勤労観・職業観を育むため職場見学、

職場体験学習、就業体験等を実施し幼児児童生徒の発達の段階に応じた体験活

動に取り組み、これらを推進する上で、産業界との連携強化を図る必要がある。

ウ へき地の学校においては、少人数・複式学級における学習指導の改善・充実

を図り、その課題解消に努めるとともに、合同学習、集合学習、交流学習を積

極的に推進し、幼児児童生徒の自主性・社会性を育む必要がある。

③施策の方向

ア 幼児児童生徒一人一人に豊かな心を育むとともに、確かな学力を身に付けさ

せ、保護者や地域の信頼に応えることができるよう、一人一人の個性に応じ、

その能力を最大限に伸ばす教育活動を推進する。

イ キャリア教育においては、グローバル化する社会の変化や産業界の動向も見

据え、社会的・職業的自立につながる望ましい勤労観・職業観及び職業に関す

る知識・技能を身に付けさせ、自己の個性を生かした進路選択ができる態度や

能力を育むことが必要である。そのために各学校においては、社会力（社会に
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適応する力、社会を生きる力、社会を変える力）を育むため、早い段階からの

組織的・計画的・継続的なキャリア教育の推進を図る。

ウ へき地教育については、地域の特性を生かし、幼児児童生徒一人一人の実態

に応じた体験的な活動を取り入れた学習により、地域の良さを知り地域への誇

りと愛着を持たせる。また、コンピュータ等を積極的に活用し、一人一人の個

性や能力に応じた指導方法・指導体制の改善・充実を図る。

(8)魅力ある学校づくりの推進

①基本的な考え方

学校を取り巻く環境が変化する中、学校教育においては、幼児児童生徒の能力

・適性、興味・関心、進路等の多様化・複雑化をはじめ、国際化、情報化、科学

技術の高度化等の社会の変化、教育の諸制度の改革に的確かつ柔軟に対応するこ

とが求められており、魅力ある学校づくりが一層重要になっている。

中・長期的な視点に立った総合計画として「県立高等学校編成整備計画」及び

「県立特別支援学校編成整備計画」を策定し、学び直しを具現化する新しいタイ

プの学校の設置や特色ある学校づくり等を推進する。

信頼される学校づくりにおいては、地域や学校、幼児児童生徒の実態等の正確

な把握・分析を基に、それぞれの学校の教育課題を明確にし、校長のリーダーシ

ップの下、教職員の役割分担の明確化などを通じて業務を効率化するなど、組織

的・機動的な学校運営を実践していくことが重要である。

そのため、創意工夫を凝らした特色ある学校づくり、学校・家庭・地域社会と

の相互連携と開かれた学校づくり、教職員としての使命感、資質・力量・識見を

高めるための教職員研修の実施、教育の基盤となる施設・設備の充実を図ること

が必要である。

②主要課題

ア 多様な幼児児童生徒の実態に対応して、各学校がそれぞれの個性を最大限に

伸長させるため、幼児児童生徒のニーズを踏まえ、創意工夫を凝らした特色あ

る学校づくりが必要である。

イ 幼児児童生徒の健全育成や教育の目標の具現化に向けて、学校、家庭、地域

社会が応分の責任を持ち、三者が一体となって教育に取り組み、学校が広く様

々な分野から協力を得て、家庭、地域社会に開かれたものとしていく必要があ

る。

ウ 国の教育動向や県の教育主要施策を踏まえて今日的教育課題を明らかにし、

各研修実施機関の研修事業の充実・強化や学校長のリーダーシップの下、組織

的・計画的な校内研修及び各種研究会活動の活性化を図る必要がある。

エ 快適で安全な学習環境の充実を図るために、校舎等の新増改築及び普通教室

等への空調等の整備が必要である。
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③施策の方向

ア 幼児児童生徒一人一人の多様な能力・適性、興味・関心、進路等に応じた教

育の推進を図り、未来を創る個性豊かな子ども達を育成するため、地域や学校

の実態等に応じて各学校が主体的に企画・運営する特色ある学校づくりを支援

する。

イ 自らの教育活動の状況について積極的に情報提供するなど説明責任を果たし

ながら、学校評価、学校評議員、地域人材の活用により保護者や地域の人々の

積極的な参加や協力を求めていく。

ウ 教職員のライフステージに応じ、教職員としての使命感と専門性を高めるた

めの研修を実施する。また、県立総合教育センターや各研修実施機関との連携

のもとに実践的な指導力向上を図るための各種研修の充実を図る。

エ 時代に対応した施設・設備の整備、充実、快適で安全な学習環境の充実を図

るために校舎等の新増改築、普通教室への空調等の整備の推進を図る。
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３ 多様化、高度化する社会の変化に対応した教育の推進

〔国際社会・情報社会等への対応〕

21世紀は、新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領

域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代で

あると言われている。

このような知識基盤社会化やグローバル化に対応した多様な人材を育成するために

は、本県の地理的条件や歴史的経験を生かし、異文化の理解や自国の文化を尊重する

態度及び国際協調の精神等を教育の中で育み、海邦交流拠点を担う広い視野に立った

人材育成に努めなければならない。

そのため、沖縄県がアジア・太平洋地域における拠点として、高い国際性や専門性

に富む人材育成を図るため、小・中・高校生等の外国語教育（英語、中国語、その他）

や国際理解教育を推進する。

また、県民生活の向上に向けた情報通信基盤の整備の推進や医療、福祉、教育、防

犯・防災等の各分野における情報通信技術の活用等、本県の情報通信産業がリーディ

ング産業として一層の振興発展を遂げるためには、専門的な知識と技術を持った人材

の育成が求められており、子どもたちの情報活用能力を育成することが不可欠である。

さらに、知識基盤社会を牽引する人材の育成には、社会・経済発展の原動力である

科学技術の振興が必要である。次代の科学技術を担い、沖縄から世界に羽ばたく研究

者や技術者となる人材を育成するために、学校においては地域の研究機関や大学院大

学等との連携を深める等、児童生徒の科学技術への興味・関心を育み、豊かな感性と

創造性の向上を図っていくことが必要である。

(1)国際社会に対応した教育の推進

①基本的な考え方

知識基盤社会化が進展する中にあって、グローバルな視点を持つとともに、国

際理解教育の推進を図り、国際性豊かな視野の広い人材の育成が必要である。

また、国際交流や国際貢献を積極的に行っていく上で、コミュニケーションの

手段としての外国語の重要性はますます高まっている。これからの学校教育にお

いては、早期外国語教育の実施等、外国語教育の改善・充実を図り、「交流と体験」

を通して外国語によるコミュニケーション能力の育成を一層推進する必要がある。

そのため、教職員や高校生の海外派遣や研修の充実、海外における交流拠点の形

成など「英語立県沖縄推進戦略事業プロジェクト」の多面的な展開、さらに高等

学校における「英語の授業は英語で行うことを基本とする。」の実施に取り組んで

いく。

一方、地球温暖化やオゾン層の破壊など地球環境問題が我々人類の共通の課題

となっている。その解決には世界各国の協力が最重要である。

このため、地球的規模で考え、より良い環境づくりや環境の保全に地域で行動
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できる人材の育成に努めなければならない。

また、地球規模の環境問題でも、その原因や解決策は私たち一人一人の生活に

直結したものであることを認識し、身近なところから環境に配慮した行動がとれ

るよう発達段階に応じ、組織的・計画的・継続的かつ実践的な環境教育を推進す

る。

②主要課題

ア 国際理解教育を小学校段階から推進し、その充実を図る必要がある。

イ 小学校外国語活動のさらなる充実を図るとともに、外国語教育における小･中

・高・大学の連携と役割を明確にしつつ、学びの連続性を踏まえた系統的な外

国語教育を推進する必要がある。

ウ 外国語（英語、中国語、その他）によるコミュニケーション能力の育成が一

層求められており、さらに、「国際性」と「個性」を涵養する教育システムの拡

充を図る必要がある。

エ 本県在住の外国人を人材として活用し、地域特性を生かした国際交流を推進

していく必要がある。

オ 教職員の英語授業の在り方に対する意識の変革と海外での研修の充実を図る

必要がある。

カ 海外留学生派遣事業等の拡充とともに、海外姉妹校等の提携拡大や大学院大

学等の県内施設の活用による「交流と体験」の機会をより多く設ける必要があ

る。

キ 環境教育は、地球環境の保全やよりよい環境の創造のために主体的に行動す

る資質、能力を育成していくため、環境保全に参加する態度や環境問題解決能

力を育む必要がある。

③施策の方向

ア 本県の地理的・歴史的な特性を生かし、日本の国際貢献の一翼を担い、アジ

ア・太平洋地域や諸外国との交流を行う中で、自国の文化を敬愛し、異文化を

尊重する態度や資質、能力の育成を図る。

イ 小学校段階にふさわしい外国語活動を実施するなど、「早期外国語教育」を積

極的に推進し、発達段階に応じた外国語教育の充実を図る。

ウ 授業における言語活動の中心が英語となるような授業改善及び指導技術の向

上を図り、多様化する生徒や教育の諸制度の改革等に適切に対応するため、英

語教員としての資質力量を高めていくとともに、外国語指導助手（ＡＬＴ）と

のチーム・ティーチングを含め、更なる効果的活用についても研究・改善を図

る。

エ 本県の地域特性を生かし、県内の外国語施設・機関へ児童生徒を派遣すると

ともに、在住の外国人を活用する国際交流を通し、外国語教育の改善・充実を

図る。

オ 外国語教育を推進し、実りあるものにするために、指導者としての教職員等
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を国内外の研修に派遣し、語学力や指導力の向上を図る。

カ 本県の振興開発を担えるグローバルな視点を持ったリーダーとなる人材を育

成するために、より多くの高校生をアジアをはじめとする諸外国へ派遣する。

また、海外での姉妹校提携拡大や県内での大学院大学等の教育機関の活用を

図ることで、より多くの生徒に国際交流や異文化体験の機会を与える。

キ 地球規模の視野を持ち、地域社会の身近な環境問題を教材として扱うととも

に、指導者養成、指導資料の作成、自然・奉仕体験活動の実施等に地域人材や

社会教育施設等の積極的な活用を図る。

(2)情報社会に対応した教育の推進

①基本的な考え方

知識基盤社会化、グローバル社会化が進み、情報活用能力の重要性が一層高ま

る中、その効果的な育成に向け、情報教育を体系的に推進するとともに、教師、

児童生徒の双方が授業においてコンピュータや情報通信ネットワーク等の情報手

段を活用することが必要とされている。

本課題解決への取組を推進するとともに、その基盤となる教職員の指導力や情

報通信技術環境の充実に向けた取組も合わせて推進していく。

②主要課題

ア 情報教育の充実及び教科指導等における情報手段の活用促進に向け、各学校

において、時代の進展に対応した情報機器及びネットワークの整備を図る必要

がある。

イ 教育情報ネットワークの拠点であるＩＴ教育センターの維持・向上を図り、

情報通信技術を活用した教育活動を推進する必要がある。

ウ 体系的な情報教育の推進及び情報モラル教育の充実により、子どもたちの情

報活用能力の育成を図る必要がある。

エ 授業において、地域や児童生徒の実態に即した効果的な情報手段の活用を推

進する必要がある。

オ 校務用コンピュータの整備をはじめ、校務の情報化を推進し、教員の負担軽

減を図る必要がある。

カ 全ての教員が授業や校務において情報手段を活用できるように、教職員研修

の充実、校内研修の推進を図る必要がある。

③施策の方向

ア 時代の進展、地域、児童生徒のニーズに対応した教育活動を行うため、携帯

情報端末や電子教科書等を含め、情報通信技術環境の整備に努める。

イ ＩＴ教育センターの維持・向上を図り、オンライン研修、遠隔授業等、ネッ

トワークを活用した教育活動等を推進するとともに、離島・へき地への教育支

援を推進する。

ウ 各学校において、発達段階に応じた情報活用能力の到達目標に基づいた体系
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的な情報教育の推進を図る。

エ 情報モラル教育、授業での情報手段の活用の推進に向け、市町村教育委員会

との連携、教職員研修等により、各学校への理解啓発を図る。

オ 情報モラル教育、授業における情報手段の活用等について、教職員研修の充

実を図るとともに、全ての教員が実践できるよう校内研修の実施促進を図る。

カ 校務の負担軽減に向け、校務用コンピュータの整備や校務支援システムの導

入に努める。

(3)科学技術の進展に対応した教育の推進

①基本的な考え方

知識基盤社会の時代において、社会や経済の発展のために科学技術の重要性が

一層高まっている。このため、科学技術の土台である理数教育の充実が求められ

ており、児童生徒の理科、算数・数学への興味・関心を育み、豊かな感性と創造

性の向上を図ることによって、将来、有為な研究者・技術者となり得る科学技術

系人材の育成を推進する。

②主要課題

ア 科学に関する夢と期待を育み、理科、算数・数学への興味・関心を高めるこ

とができるよう、県内外の科学技術系コンテストへの参加や科学の甲子園への

出場などの理数教育の充実に努める必要がある。

イ 児童生徒が理科、算数・数学の学習によって得た科学的知識や課外活動等で

深めた科学研究を評価し、活躍できる場を創出することによって、豊かな感性

と創造性に富んだ科学技術系の人材育成を図る必要がある。

ウ 大学教員や企業研究者等による、高い科学的知識や科学技術に関する講義・

体験的学習機会の活用等、生徒が理科・数学においてより高い専門性の分野に

挑戦することができるようにする必要がある。

③施策の方向

ア 地域の研究機関や高等専門学校及び大学・大学院大学等が実施するサイエン

ス教室や出前講座等の活用推進を図る。

イ 児童生徒が切磋琢磨して深めた科学研究を評価するための科学作品展や、科

学好きの生徒が才能を発揮し活躍できる科学技術コンテストを実施し、主体的

かつ創造的に問題を解決する科学技術系の人材育成を図る。

ウ 先進的な理数教育であるスーパー・サイエンス・ハイスクール等の指定によ

って、高等学校と大学の接続の在り方等について大学との共同研究や国際性を

育むための取組に努める。
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４ 地域を大切にし、誇りに思う健全な青少年の育成

〔青少年の健全育成〕

地域においては、青少年一人一人が社会の変化に主体的に対応し、自らの問題や社

会の問題に積極的に取り組むことができる資質・能力を養い、現在または将来におい

て自己実現が図られ、社会性を培い豊かな人間性を育むことができるよう、青少年の

健全育成に努める必要がある。一方、都市化、少子化、核家族化などライフスタイル

の変化や、価値観の多様化等の影響を受け、地域における人間関係の希薄化等が進展

し、家庭や地域社会の教育力の低下が進んでおり、青少年のおかれる環境の悪化が懸

念される。

このため、ボランティア活動などの社会奉仕体験活動や自然体験活動、地域での文

化・スポーツ活動や伝統行事等への参加、親と子どもの体験活動等の総合的な青少年

体験活動事業を推進する。このような地域住民の連帯感が図られる取組を通して、地

域を大切にし、誇りに思う健全な青少年の育成に努める。

(1)健やかな青少年を育む地域活動・体験活動の充実

①基本的な考え方

健やかな青少年を育成するため、学校・家庭・地域社会の連携を密にし、ＰＴ

Ａ等の関係機関・団体、企業、民間教育事業者、諸団体等地域社会に幅広く連携

の輪を広げ、社会環境の浄化や青少年の非行防止に努めるとともに、諸運動等の

取組を推進し、地域の教育力の活性化に努める。

各地域においては、「地域の子は地域で守り育てる」という共通認識の下、青少

年の社会性・規範意識を高め、多様な活動を経験させることが重要である。その

ためには、青少年教育施設の整備・充実、主催事業等の充実を図ることが必要で

ある。

②主要課題

ア 社会教育関係団体等のネットワークを最大限に活用し、安全・安心なまちづ

くりに、県民総ぐるみで取り組む必要がある。

イ 青少年が自立への意欲を持ち行動する上で必要な資質・能力の多くは、自然

体験等を通じて育成される。地域や社会教育施設（青少年教育施設等）での体

験活動の充実を図る必要がある。

ウ 青少年教育施設及び社会教育施設等の事業の充実と利用促進を図る必要があ

る。

③施策の方向

ア 学校・家庭・地域社会の連携を強化し、地域社会全体で青少年を守り育てる

運動を展開する。

・地域ぐるみで、青少年を有害環境から守るための取組の推進

・民間団体等と教育関係者の相互理解・連携・協力の拡大

・「おきなわ地域教育の日」・「青少年健全育成の日」に関する広報・啓発の支

援



- 21 -

イ 青少年の自然体験、社会体験活動等の充実・改善を図る。

ウ 青少年教育施設の充実と利用促進を図る。

エ 社会教育関係団体等との連携により青少年の健全育成を図る。

(2)ユイマールの心でつなぐ学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力

①基本的な考え方

本県の社会的特性である相互扶助の精神「ユイマールの心」を生かし、地域全

体で、子どもたちを健やかに育むために、学校と家庭・地域社会との連携体制を

構築し、子どもたちの学習支援活動や体験活動、登下校や放課後の安全確保のた

めの活動等、地域住民による積極的な子どもたちを支援する取組を促進する。

また、地域住民においては、これまで培ってきた知識や経験、学習の成果を生

かすことにもつながり、地域社会全体の教育力を向上させるとともに「知の循環

型社会」の構築に努める必要がある。

②主要課題

ア 学校教育と社会教育、また、学校と地域社会との新しい連携の仕組みを構築

する必要がある。

イ 学校は、様々な分野から広く協力を得て、地域に開かれたものにしていく努

力をし、一体となって教育に取り組む必要がある。

ウ 県民一人一人の生涯を通じた学習の支援において、「個人の要望」と「社会の

要請」のバランスを図る必要がある。

エ 学校と地域社会を結ぶ地域コーディネーターの育成を図る必要がある。

オ 子どもの居場所（学校や社会教育施設等）における、地域住民支援ネットワ

ークづくりに取り組む必要がある。

③施策の方向

ア 学校・家庭・地域社会の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向上させ

る。

・地域ぐるみで学校を支援し子どもたちを健やかに育む活動の推進

・放課後や週末の子どもたちの体験・交流活動等の場づくりの推進

・「学校支援地域本部事業」の推進

・学校や社会教育施設、地域社会をつなぐ地域コーディネーターの育成

・企業等と教育関係者の相互理解・連携・協力の拡大

イ 学校教育と社会教育の「学社融合」を進める体制の整備を図る。

・学校教育と社会教育が重なるところに、新しい活動の機会と場をつくり、学

校と地域社会がその成果を共有する「学社融合」の取組の推進

ウ 学校づくり・地域づくりの一体的推進を図る。

・地域住民の学校の教育活動への参画

・地域力を生かした学校支援の推進

・学校の力を生かした地域づくりの推進
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５ 家庭･地域の教育機能の充実

〔社会教育の充実〕

社会教育は、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び

成人に対して行われる組織的な教育活動である。

県民の生涯学習に対するニーズが多様化・高度化する中、社会教育は、その推進の

重要な役割を担うものであり、学習機会や場の提供、指導者の確保等の充実が求めら

れている。

県民の生き生きした社会教育活動を支援し、時代のニーズに即した学習活動に対応

するため、公民館や図書館、青少年教育施設等の整備・充実や社会教育指導者等の育

成など、社会教育基盤の整備を推進するとともに、社会教育活動の充実を図る。

また、明るく温かい心の触れあいがある家庭は、子どもたちが健やかに成長し、豊

かな人間性を育み、社会のルールや規範の基礎・基本を身に付ける原点であるという

認識のもと、家庭教育支援事業や親子電話相談事業を推進し、家庭教育支援の充実に

努める。

(1)生き生きした活動を支える社会教育基盤の整備・充実

①基本的な考え方

変化の激しい社会において各個人が自立した一人の人間として力強く生きてい

くための総合的な力を身に付けるために、生涯にわたって学習を継続できるよう

にすることが求められている。

県民の生き生きとした学習活動と時代の変化に応じた学習ニーズに対応するた

め、地域における学習や活動の拠点である社会教育施設等の整備及び学習活動に

対する支援体制を充実させるとともに、社会教育指導者の養成、資質の向上を図

る必要がある。

また、社会教育団体の活動を支援し、県及び市町村の社会教育の充実に努める。

②主要課題

ア 多様化する県民のニーズに応えるための図書館サービスのさらなる充実を図

る必要がある。

イ 地域住民の広範な学習活動を支えている公民館や図書館等の整備・充実を促

進することにより、なお一層の生涯学習及び社会教育の充実が図られる必要が

ある。

ウ 県立青少年の家における指定管理者制度導入後の県の施策の推進及び個人の

要望や社会の要請を踏まえた青少年教育施設の機能の充実を図る必要がある。

エ 市町村及び各地域における社会教育関係団体の活性化を促進するため各団体

と連携し、活動支援を行う必要がある。

オ 各視聴覚ライブラリー間の連携を密にし、学校、社会教育関係団体へのより

一層の広報を図るとともに、視聴覚教材・機材の整備・充実を図る必要がある。
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③施策の方向

ア 図書館サービスの充実を図るため、図書館未設置町村に対して設置に向けた

訪問指導及び助言を行う。また、その間の読書サービスを支援する。（一括貸出、

移動図書館等）

イ 県民のニーズに応えるため、県立図書館と市町村立図書館との役割分担を行

うとともに、地域住民への図書館サービスの充実を図る。

ウ 青少年教育施設における県の施策推進及び個人の要望や社会の要請を踏まえ

た青少年教育施設の機能充実を図るため研修会及び連絡会を行い、指定管理者

の県民へのサービス向上に努める。

エ 全県的に社会教育活動を活性化させるため、社会教育関係団体等の活動を支

援するとともに、ネットワーク化を図る。

オ 多様化、個別化する学習ニーズに応えるため、視聴覚教材・機材の整備・充

実に努める。

(2)時代のニーズに応える社会教育活動の充実

①基本的な考え方

県民一人一人が自らの人生を豊かなものとするため、情報を入手し主体的に行

動できるよう学習機会の充実を図ることが求められている。加えて今後は、社会

の要請を踏まえ、社会の変化に対応できる自立した個人や地域コミュニティを形

成することが一層求められるようになってきている。

そのため、時代のニーズに応える社会教育活動の充実を目指し、関係者が成果

を交換し合う社会教育指導者等の研修会を充実させることが重要である。

②主要課題

ア 各地域における社会教育活動に関する事業の活性化や時代のニーズに応じた

地域コミュニティを創造していくため、地域における指導者等の研修の充実を

図ることが必要である。

イ 公民館は、地域の生涯学習・社会教育の拠点施設として住民に多様な学習機

会と活動の場を提供しているため、関係者の研修等を充実させ、資質の向上を

図る必要がある。

ウ いじめや家庭内における児童虐待やＤＶ等に対応するため、人権教育の啓発

を推進する指導者の研修が必要である。

③施策の方向

ア 各地域における社会教育活動に関する事業の活性化や時代の変化に対応した

地域コミュニティを創造していくためにも、社会教育関係団体等と連携を図り、

研修会や大会等の充実を図る。

イ 地域の課題に即した学習機会の提供と学習活動の場の提供について、効果的

な企画・実施・運営が図られるように努める。

ウ 家庭・学校・地域における人権意識の高揚を目指し、各指導者の資質の向上
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を図るための研修会の充実を図る。

(3)心の触れあいのある家庭教育機能の充実

①基本的な考え方

人間形成の原点である家庭教育は、基本的な生活習慣や生活能力、豊かな情操、

他人に対する思いやり、社会的なマナー、学習に対する意欲や態度等の基礎を子

どもたちに育むものである。

しかしながら近年、家庭の教育力低下が指摘されており、地域社会で支援して

いくことが求められている。

そのため、家庭教育を地域で支援し、地域社会の教育力の向上を図るため、市

町村における家庭教育支援体制づくりを促進する。

②主要課題

ア 家庭における児童虐待やＤＶ等、子育てや教育に問題を抱える家庭に対して、

市町村において学校や地域が連携して支えるためのコーディネート機能をもっ

た体制づくりが必要である。

イ 子どもの生活リズムの乱れが指摘されており、子育てに悩む親の負担を軽減

するため、家庭教育や子育てに関する知識や技能を学ぶ機会を提供する必要が

ある。

ウ 家庭教育に関する悩みや不安を抱く親、友人関係等で悩む子ども等が気軽に

相談できる親子電話相談事業の継続と各専門機関との連携強化が必要である。

③施策の方向

ア 家庭教育支援体制の充実を図るため、市町村に家庭教育支援チームの設置を

促し、その活動を支援するとともに、コーディネート機能を発揮できるよう指

導者へのスキルアップのための研修の充実を図る。

イ 基本的な生活習慣の確立等、家庭教育に関する学習機会を各地区において開

催し、親の意識を高めるとともに、子どもの生活リズムの改善に取り組む。

ウ 「親子電話相談事業」を継続実施するとともに、相談員のスキルアップや関

係機関等との連携体制の強化を図る。



- 25 -

６ 豊かな感性を育む文化の継承と発展

〔文化の継承・発展〕

沖縄県の地理的位置や独特な歴史の過程を経て醸成された文化財は、県民共有の財

産であり、その価値を再認識して、保存・継承・発展させることは、県民の責務であ

ることから県民や児童生徒の文化財や文化芸術に対する意識を高め、心豊かな生活が

営めるよう特色ある文化の充実を図ることが必要である。

文化財に係る各種の保存整備事業等を展開することにより、県民が等しく沖縄の地

域文化に触れ、文化財への関心や意識を高め、その保護と活用を図ることができ、地

域文化の創造活動を促進する。

このため、有形・無形・民俗・記念物等の文化財調査や保存修理を行うとともに、

文化財への関心を高めるために拠点となる文化施設の活用を図る。また、生涯学習の

観点に立って、国際化の時代に対応した幼児児童生徒の文化芸術への意識を育み、文

化の創造に寄与する諸事業を推進する。

(1)文化財の保護と活用

①基本的な考え方

県民の文化財に対する意識を高め、心豊かな生活が営めるよう特色ある文化の

充実を図ることが必要である。

このため、各地域に所在する有形・無形・民俗・記念物等の文化財の調査・指

定・保存整備を推進し、個別の課題を解決しながら、「琉球王国のグスク及び関連

遺産群」や無形文化遺産「組踊」などをはじめとする貴重な文化遺産を保存・継

承するとともに、その有効活用を図り、本県の文化振興と創造に寄与する。

また、文化財をはじめ、本県の歴史・文化を理解するための拠り所となる、琉

球王国時代の外交文書「歴代宝案」及び本県の正史「新沖縄県史」の編集事業を

推進するなど、沖縄の歴史・文化に関する普及啓発に努める。

②主要課題

ア 県内では1,340件余りの国・県・市町村指定文化財があり、適切に保護・管

理され活用が図られているが、まだ十分とはいえないため、文化財指定に向け

た基礎的調査を推進するとともに、文化財の適切な保存・管理・活用に努める

必要がある。

イ 史跡等の保存・整備・活用を図るためには、長期にわたる事業の展開が重要

であり、年次ごとの保存整備事業の促進を図る必要がある。また、戦災文化財

の復元整備事業の推進を図る必要がある。

ウ 世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の保存・活用は、関係機関と

の連携を密にすることにより効果を高めることができることから、文化庁や所

在市村との連絡会議等を活用し、その推進を図る必要がある。

エ 有形・無形・民俗文化財は、記録作成や保存事業の促進が強く求められてお
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り、長期的展望をもって適切かつ有効に推進する必要がある。とくに芸能や工

芸技術等の継承には伝承者の養成が不可欠で、保存会と連携しながら実施する

必要がある。

オ 県内各地に所在する文化財の多方面からの公開・活用を推進するとともに、

地域における文化財の普及啓発を促進し、文化財保護意識の高揚を図る必要が

ある。

カ 基地内の埋蔵文化財調査等に迅速かつ適切に対応するために、埋蔵文化財セ

ンターの体制を強化する必要がある。

キ 国外や県外に所在する沖縄の美術工芸品等の在外文化財調査を実施するとと

もに、戦災にともなう流出文化財が判明した場合には返還等を推進する必要が

ある。

ク 歴代宝案・新沖縄県史編集事業については、編集事務局の体制を強化するた

め、研究者や専門職員の育成を推進する必要がある。

③施策の方向

ア 本県の自然・歴史・文化の中から重要なものを文化財に指定し、適切な保存

・管理・活用を図る。指定には基礎的な悉皆調査が肝要であり、調査事業を推

進する。また文化財の保存・活用にあたっては保存管理計画の策定等、長期的

な計画により行う。

イ 国・県指定の史跡・名勝等の記念物の歴史的環境の保存整備を促進するとと

もに、戦災文化財の復元整備については、円覚寺跡の保存整備を推進する。

ウ 「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されたグスク等

を継続して整備し、文化財的価値の周知を図る。適切に保存管理するとともに、

公開・活用を推進する。

エ 建造物等の有形文化財の保存整備、芸能・工芸技術等の無形文化財にかかる

伝承者の養成を促進するとともに、無形民俗文化財の記録作成や継承事業を支

援する。

オ 県内各地に所在する文化財の多方面からの活用を推進するとともに、地域に

おける文化財の普及啓発の促進を図る。

カ 基地内に所在する埋蔵文化財の調査については、返還後の跡地利用計画の策

定や地域開発の調整に資する基礎資料を整備する。

キ 国外や県外に所在する沖縄の美術工芸品等の在外文化財調査を実施するとと

もに、流出文化財であることが判明した場合には返還等を推進する。

ク 「歴代宝案」及び「新沖縄県史」については、大学や研究・教育機関、研究

者等とも連携を図りつつ、編集・刊行を行う。

(2)文化施設の活用と文化芸術活動の推進

①基本的な考え方

本県の特色ある自然・歴史・文化は県民共有の財産であり、地域に育まれた風
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土に対する知識と理解を深め、その価値を再認識していく必要がある。埋蔵文化

財に対する保護思想の普及啓発を図るため、県立埋蔵文化財センターの体制を一

層充実させつつ活用を推進する。

また、心身の成長期にある幼児児童生徒に、優れた芸術を鑑賞する機会を提供

することにより、豊かな創造性と情操の涵養を図る。さらに学校における文化部

活動への指導者派遣及び学校文化団体への支援を行うなど、文化芸術の充実・発

展に努める。

②主要課題

ア 緊急発掘調査や基地内の埋蔵文化財調査等に迅速かつ適切に対応するために、

埋蔵文化財センターの体制の充実を図る必要がある。また、当該センターの活

用を図りながら、埋蔵文化財保護思想の普及啓発を推進する必要がある。

イ 組踊がユネスコ無形文化遺産の代表一覧に記載されたことから、県内外から

の関心が高く、鑑賞会事業等を充実させ、継続的に普及啓発を図る必要がある。

ウ 芸術鑑賞事業の市町村との連携を図り、幼児児童生徒が生の芸術に触れる機

会を確保する必要がある。

エ 学校における文化活動の活性化を推進するため、文化部活動への指導者派遣

並びに県中学校・県高等学校文化連盟の育成を図る必要がある。また、高校生

国際文化交流派遣事業については、県高等学校文化連盟との連携強化を図りな

がら、各分野ごとのこれまでの交流実績を踏まえた、相互交流の継続が必要で

ある。

オ 県立博物館･美術館や国立劇場おきなわなどの文化活動を支える施設の活用、

充実を図る必要がある。

カ 沖縄が誇る空手道・古武道が世界の武道としてますます発展するよう、その

普及・啓発・ネットワークづくり等を推進する必要がある。

③施策の方向

ア 県立埋蔵文化財センターにおいては発掘調査体制の充実を図っていくととも

に、施設の利活用を図り、各種講座や発掘現場説明会等を通じて埋蔵文化財保

護思想の普及啓発を推進する。

イ 組踊の県外普及公演を推進するとともに、県内の児童生徒への鑑賞会を実施

するなどして普及啓発に努める。

ウ 文化庁が提供する生の芸術に身近に触れる「次代を担う子どもの文化芸術体

験事業」、文化財団による国内外で活躍する芸術家を招聘しての「青少年芸術劇

場小公演」及び県教育委員会が実施する「こども青少年芸術劇場」等の芸術鑑

賞提供事業を推進する。

エ 県中学校・県高等学校文化連盟の育成・支援に努める。また、文化活動を行

う高校生を対象に高校生国際文化交流派遣事業を実施し、高校生の国際文化交

流を推進する。

オ 県立博物館･美術館の学芸員の育成に努め、沖縄文化の研究体制や企画展示の
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充実を図る。また、伝統芸能公演の開催などにより国立劇場おきなわの活用を

促進する。

カ 沖縄が誇る空手道・古武道の発祥の地として、独自の文化遺産を保存・継承

・発展させるための拠点となる空手道会館（仮称）の整備に取り組む。
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７ 新しい時代を展望した教育行政の充実

〔教育行政の充実〕

教育行政は、学校教育における諸条件の整備･充実を図るとともに、生涯学習社会

の実現、文化・スポーツの振興、人材育成等広範な教育施策を総合的に推進し、視点

を明確にした、柔軟かつ的確な対応をすることが求められている。

県教育委員会では「沖縄21世紀ビジョン」等を踏まえて策定した「沖縄県教育振興

基本計画」、「沖縄県第三次生涯学習推進計画」、「沖縄県立高等学校編成整備計画」、「沖

縄県立特別支援学校編制整備計画」等に基づき、その施策や計画を総合的・効果的に

推進する。

また、教育委員会の役割と使命を重視し、その機能を十分発揮できるよう各関係機

関との相互の連携を強化し、教育行政の運営等の改善・充実を図る。

さらに、教職員が公務の能率的運営や活力ある教育活動を展開するためには、生活

の安定と労働環境の充実・活性化を図り、福祉の向上に努める必要がある。

(1)教育施策推進体制の充実

①基本的な考え方

本県が自立的発展を目指し、平和で安らぎと活力のある社会を築くためには、

教育諸条件を整備し、教育機能の充実と学習機会の拡充に努め、創造性・国際性

に富み、心身ともに健全な人材の育成を図る必要がある。そのため教育課題を明

確にし、時代の進展に対応できる諸教育施策を推進するとともに、他行政機関及

び民間教育事業等との連携・協力を一層進めていく必要がある。

②主要課題

ア 「沖縄県教育振興基本計画」、「沖縄県第三次生涯学習推進計画」、「沖縄県立

高等学校編成整備計画」、「沖縄県立特別支援学校編制整備計画」等の施策の推

進を図る必要がある。

イ 市町村教育委員会及び各関係機関との連携・協力を図り、本県の教育施策の

実現に努める必要がある。

ウ 行政改革の趣旨を踏まえた教育施策の精選・見直し等を図る必要がある。

③施策の方向

ア 教育施策の立案及び実施のための推進体制機関の強化を図る。

イ 各教育機関、民間教育事業、他行政機関等との連携システムを構築する。

(2)教育委員会の充実

①基本的な考え方

教育委員会制度の目的と精神を踏まえ、教育行政の活性化を図るとともに、教

育委員会の機能強化に努め、時代のニーズ、地域のニーズに対応した、開かれた

教育行政の推進を図っていくことが大切である。
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特に、教育委員や教育委員会職員の研修の充実に努め、職務遂行能力の向上を

図るとともに、開かれた教育行政を目指し、各地域を訪問することや教育懇談会

等を開催して教育諸施策に関する県民の多様な期待・要請に応える広聴活動の推

進と広報活動の充実等、効率的・効果的な教育行政の運営を図ることが必要であ

る。

また、本県教育の振興を図るため、市町村教育委員会との連携を図り、適切な

役割分担のもと、効率的・効果的な教育行政を推進する。

②主要課題

ア 職務遂行能力の向上及び地方分権時代にふさわしい人材の育成のため、職員

研修の充実を図る必要がある。

イ 共通する教育課題等に適切に対応するため、市町村教育委員会や知事部局等

との連携・協力が必要である。

ウ 時代の要請に対応した開かれた教育行政を推進し、県民の教育行政に対する

理解を深める必要がある。

エ 効率的で機能的な組織体制を構築する必要がある。

③施策の方向

ア 自治研修所等で開催される研修に職員を積極的に参加させるとともに、職員

一人一人の能力や実績を評価した適正な人事配置を行い、職務遂行能力の向上

を図る。

イ 市町村教育委員会や知事部局等との意見交換等により教育課題を共通認識し、

その解決に向けて連携し、効率的・効果的に取り組む体制づくりに努める。

ウ 地域訪問や教育懇談会等により教育諸施策の状況や学校現場の実情を地域住

民に周知するとともに、インターネット等による情報発信の充実に努め、広聴

・広報活動の活性化を図る。

エ 人材育成により組織の活性化を図るとともに、組織の見直しを行い、課題に

効率的・効果的に対応できる事務局体制の構築に努める。

(3)教職員等の労働環境の改善・充実

①基本的な考え方

本県教育水準の維持・向上のため、教職員等がその能力を十分に発揮し、安心

・安定して業務に専念できる環境を確保することは今後ますます重要になってい

くと考えられる。

このため、県として健康管理や労働安全衛生管理体制を整備することにより教

職員等の健康の保持増進と職場環境の改善を図る。

また、離島等の教職員住宅についても、居住性の改善を図る必要がある。

②主要課題

ア 定期健康診断、人間ドック等の検診事業では、検診内容の充実を図るととも

に、教職員等の健康管理を支援するため、事後指導の充実に努める必要がある。
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また、教職員等の心の健康管理についても、メンタルヘルス相談事業等の健

康支援に関する事業を拡充する必要がある。

さらに、生涯生活設計の確立と実現に向けた取組を支援する必要がある。

イ 労働安全衛生法に基づく、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適

な職場環境の形成を促進するため、安全衛生管理体制の整備充実を図りつつ、

職場における自主的な安全衛生活動の活性化を図る必要がある。

ウ 離島及びへき地における教職員の福利厚生の充実と人事の円滑な交流に資す

るために建設された教職員住宅の85％が建築後25年以上を経過し、建物の老

朽化により住環境が悪化してきている。

このため、老朽化等により入居者が減少傾向にある住宅については、修繕等

を実施し、居住性の改善に努めるとともに、需要が低迷している北部地区の教

職員住宅については、統廃合を実施する必要がある。

③施策の方向

ア 教職員等の心身の健康の保持増進を図るため、健康づくりに関する普及・啓

発活動を積極的に行うとともに、定期健康診断や各種の検診データを蓄積し、

連続性のある健康管理情報が提供できる体制の整備に努める。また、公立学校

共済組合沖縄支部及び沖縄県教職員互助会と連携し、メンタルヘルス相談事業

等の健康づくりに関する事業を効果的、効率的に実施する。

イ 労働安全衛生法に基づく、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適

な職場環境の形成と安全衛生管理体制の整備充実を図るとともに、安全衛生に

関する意識の浸透を促進する。

そのために、県立学校職員、関係市町村教育委員会等に対する研修会や説明

会等を開催するなどの啓発、周知活動を実施する。

ウ 教職員住宅の整備については、老朽化している教職員住宅の計画的な修繕を

実施するとともに、需要の低い地区の教職員住宅の統廃合を実施する。
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８ 健康な体をつくり県民が輝くスポーツの振興

〔スポーツの振興〕

スポーツは、人格の形成、体力の向上、健康長寿の礎であるとともに、地域の活性

化や、スポーツ産業の広がりによる経済的効果など、明るく豊かで活力に満ちた社会

を形成する上で欠かすことのできないものである。

少子高齢化やライフスタイルが多様化する今日において、スポーツの振興は、従前

にも増して重要となっており、県民が生涯にわたり主体的にスポーツに親しむことの

できる地域社会をつくることは、幅広い世代の人々にとって大きな意義のあるもので

ある。

さらに、本県選手が全国大会や国際大会等で活躍する姿は、県民としての誇りと喜

び、夢と希望を与え、県民の意識を高揚させ、社会全体の活力となるとともに、青少

年の健全育成に大きく寄与するものである。

そのため、沖縄県スポーツ推進計画（仮称）の指針に基づき、具体的なスポーツ振

興諸施策を積極的に推進する。

(1)県民一人一人が輝く生涯スポーツの推進

①基本的な考え方

県民の誰もが、それぞれのライフステージに応じて、いつでも、どこでも、い

つまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現することが重要

である。

このため、スポーツを気軽に親しむことのできる環境を整備・拡充し、地域住

民が主体的に取り組むスポーツ活動を促進することにより、スポーツ人口の拡大

を図る必要がある。

②主要課題

ア 県民のスポーツに参加する機会の拡充と意識の高揚に努めるとともに、総合

型地域スポーツクラブを中心とした環境整備を行う必要がある。

イ 県民のスポーツへの関心と意欲を一層高めるため、県スポーツ・レクリエー

ション祭の充実を図ることが求められている。

ウ 県民がスポーツを行う目的や内容、多様化・高度化するスポーツ活動のニー

ズに対応する指導者の発掘、養成・確保及び有効活用を図る必要がある。

③施策の方向

ア 広域スポーツセンターを中心に、地域のコミュニティーの拠点となる総合型

地域スポーツクラブの育成・定着を図り、地域スポーツ環境の整備を推進する。

イ 学校・家庭・地域社会が連携し、最大規模の県スポーツ・レクリエーション

祭の充実に努める。

ウ 多様化・高度化する県民のスポーツ活動のニーズに適切に対応するため、指

導者の発掘、養成・確保及び有効活用を図る。
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(2)県民に夢と希望を与える競技スポーツの推進

①基本的な考え方

国民体育大会をはじめとする全国大会等や国際競技大会において活躍できる本

県トップアスリートの育成・強化を積極的に推進することは、本県の極めて重要

な課題となっている。

今後、県民に夢と希望を与えることのできる競技スポーツの振興を目指し、ス

ポーツ団体等の育成・強化、指導者の養成・確保を図るとともに、国民体育大会

において常に総合成績中位の達成に努め、中・長期的な競技力向上対策を策定し、

トップレベルのスポーツイベント等の誘致を促進する。

②主要課題

ア 小学校から成年までの一貫指導システムのもとで、全国大会や国際大会等で

活躍できるトップアスリートの育成・強化を図ることが必要である。

イ 学校体育団体、スポーツ団体等の育成・強化及び専門性を有した質の高い指

導者の養成・確保を図るとともに、競技力向上対策を推進する必要がある。

ウ 年々高度化する競技レベルに対応するため、スポーツ医・科学による支援体

制の充実・強化が求められている。

エ 県民が国内外のトップレベルのスポーツ大会を直接に体感するとともに、競

技スポーツをより一層推進するため、プロスポーツを含むトップレベルのスポ

ーツイベントの誘致を促進することが必要である。

③施策の方向

ア 小・中・高校・競技団体の連携を密にするとともに、一貫指導システムの確

立に努め、トップアスリートの育成・強化を図る。

イ 学校体育団体、スポーツ団体等の育成強化及びより専門性を有した質の高い

指導者の養成・確保を図るとともに、拠点強化を推進し、国民体育大会や全国

高等学校総合体育大会を視野に入れた中・長期的な競技力向上対策を推進する。

ウ スポーツ医・科学による支援体制の充実・強化を図るため、スポーツ医･科学

サポートプログラムを推進する。

エ 競技スポーツをより一層推進するために、アジア地域とのスポーツ交流を積

極的に実施するとともに、プロスポーツを含むトップレベルのスポーツイベン

トを誘致・促進する。

(3)社会体育施設の整備・充実

①基本的な考え方

本県スポーツの振興を図る上で社会体育施設の整備は基本的な条件であり、ス

ポーツ競技者だけでなく県民の健康と体力の保持増進にも大きく貢献することか

ら、誰でも気軽に利用できる場としての社会体育施設の整備･充実を図る必要があ

る。

さらに、「スポーツアイランド沖縄」を標榜する本県にとって各種スポーツイベ
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ントを誘致･開催することは、県民のスポーツの振興に直結するものであり、全国

規模の大会や県民参加型のイベントも開催できる社会体育施設を整備することが

必要である。

②主要課題

ア 奥武山総合運動場の各施設をはじめ、県内の社会体育施設の整備を年次的・

計画的に行うことが必要である。

イ 奥武山総合運動場の整備にあたっては、奥武山公園を所管する土木建築部や

同公園内に施設を有する那覇市との調整が必要である。

また、県内社会体育施設の整備を促進するため、市町村や関係機関･団体との

連携が必要である。

③施策の方向

ア 県立社会体育施設の整備を推進する。

イ 平成31年度全国高等学校総合体育大会及び平成32年度国民体育大会第40回

九州ブロック大会に向けた施設の整備・充実を図る。

ウ 未設置競技施設の整備を促進する。

エ 高齢者及び障害のある人に配慮したスポーツ施設の整備を図る。

オ 多様なスポーツ大会に対応できる施設の整備・充実を図る。



- 35 -

９ 私立学校教育の振興

〔私立学校教育の振興〕

私立学校は、私人の寄附財産等を基礎として設立され、建学の精神に基づく特色あ

る教育を実践し、公教育の重要な一翼を担っている。

いわゆる難関大学等への進学実績や文化・スポーツ面における全国的な活躍等、県

内の児童・生徒に夢と希望を与えている。

また、独自の校風に基づく情操教育や国際教育の実施等、柔軟な教育課程の編成に

よる特色ある教育を提供し、個性あふれる多様な人材を育成している。

さらに、私立専修学校及び各種学校においては、実践的職業教育及び専門的技術教

育を実施し、社会や時代のニーズに即応できる産業人材を育成している。

国際化、情報化により、グローバル化が進展する中、社会の急速な変化に柔軟に対

応し、国際社会で活躍できる優れた人材を育成していくため、私立学校が果たす役割

は重要である。

このような観点から、県は、私立学校の自主性を尊重しながら、運営費等の支援を

行うとともに、私立学校が行う特色ある教育活動に対する助成を行い、私立学校教育

の充実を促す。

併せて、児童・生徒が安心して学べる安全で快適な学習環境を確保するため、私立

学校施設の整備に対する支援を行い、教育基盤の整備を図る。

(1)私学助成その他の支援

①基本的な考え方

少子化の進展や社会情勢の変化等、私立学校を取り巻く環境は厳しく、学校経

営の健全化や教育内容の充実等、魅力ある学校づくりに向けた自主努力が求めら

れている。

県は、私立学校が県の人材育成に果たす役割の重要性に鑑み、私立学校の自主

性を尊重しながら、その取組を支援していく。

②主要課題

ア 児童・生徒に多様な教育機会を提供していくため、学校経営の健全化と就学

上の負担軽減を図る必要がある。

イ 個性豊かで多様な人材を育成していくため、私立学校教育の充実を図る必要

がある。

ウ 安全で快適な学習環境を確保するため、私立学校の老朽化した施設の整備を

促進する必要がある。

③施策の方向

ア 私立学校の運営費等を助成することにより、経営の健全化を促し、教育条件

の維持・向上と就学上の保護者負担の軽減を図る。

イ 私立学校が行う特色ある教育や特別支援教育などを助成することにより、多

様な教育ニーズに応えるとともに、私立学校教育の充実を図る。

ウ 私立学校が行う老朽化施設の改築を助成することにより、教育環境の向上を

図る。
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１０ 社会の信頼に応える学士課程教育の推進

〔学士課程教育の充実〕（県立大学）

我が国では社会の成熟を背景に、大学進学率の増加、大学設置基準の大綱化による

大学数の増加や多様化が進み、その中で大学には学士課程に見合う教育成果が問われ

ている。学士課程教育を地域社会から付託された県立大学の責務の第一は、地域社会

の発展に貢献しうる人材の育成である。県立大学では、大学に寄せる社会の信頼に応

える学士課程教育を推進する。

県立看護大学は、人々の健康問題の複雑化、保健医療の高度化、安全で安心な医療

を求める社会のニーズの高まり等を受けて、質の高い看護職の育成を求める県民の期

待に応えて設置され、保健医療福祉の場で活躍する卒業生を輩出してきた。多様化・

国際化が進む社会の中で、幅広い視野から看護を科学的に実践できる人間性豊かな看

護職を育成するよう学士課程教育の充実を図る。

県立芸術大学は、建学の理念に基づき、美術・工芸・音楽・芸能の芸術分野におけ

る有為な人材育成、沖縄における伝統芸能の継承と新たな芸術の創造に資する人材養

成を成すことにある。そして、開学以来、社会のニーズに応じた質の高い研究、教育

理論と指導システムの確立をもってその教育拠点となり、本県の芸術文化振興の負託

に応えるとともに、産学共同事業や地域貢献を通じてその研究活動の成果を広く社会

還元する使命を担ってきた。開学25周年を迎え、少子高齢化社会、世界的な社会経済

の急激な変化の中で、改めて「知の拠点」としての存在価値を問い直し、指標・目標

を確認して、自らの組織改革を含む教育内容の早急な見直しが必要である。また、国

公立五芸術大学の中でも独自の文化を育み、アジア地域と通底する文化的・地理的存

在をもつ本学の国際的な発信力や対外交流活動をさらに強く推進していく。

(1)教育内容の充実

①基本的な考え方

県立看護大学の学士課程教育においては、豊かな人間性と高い専門性をもった

看護職の育成を目指している。そこで、人間としての成長を助け、専門職として

の能力を生涯にわたって培っていけるよう教育内容を充実する。教育成果を保証

するために、教育目標に向かって学生が主体的に学習に取り組める教育条件の整

備、教育目標への到達を適切に把握し、厳正な評価が可能となるシステムを構築

し機能させる。また、学ぶ意欲と基礎的能力を有する学生を安定的に確保するた

めに、学生や社会状況に即した入学選抜方法を開発する。さらに、学生の能力は、

教育課程だけでなく学生生活全般を通して獲得されるものであることから学生指

導を含め、多様な側面から教育活動を行う。

県立芸術大学の学士課程教育においては、人間形成に不可欠な物事を深く捉え

る「心の眼」の豊かさを育み、モノづくりや演奏、舞踊など多彩な身体表現を通

じて、共感する力を含めた幅の広いコミュニケーション能力を養う教育内容をさ
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らに研究し推し進める。学生の学習モチベーション、教員の指導力を向上させる

ためのＦＤ 注１・ＳＤ 注２活動を組織的に取り組む。さらにシラバスの検証と検討を

含め、学部における自己点検評価を年次ごとに明確化する。学年ごとの教育目標

と意義を今一度見直し、基礎教育の検討、教養科目の見直しと新設、ニーズに合

った専門科目の有効な開発に努める。また、地域連携した専門授業の開発、アー

トマネージメントやキャリア教育の拡充、国際交流の研究活動の応用など、社会

連携した大学の教育内容の充実を図る必要がある。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 大学が目指す人材育成を実現するために、入学方針に沿った入学生を安定的

に受け入れる必要がある。(入学生の安定的な受け入れ）

イ 大学での教育の成果を保証するために、‘単位の実質化’を図る必要がある。

(単位の実質化）

ウ 本学の教育目的に向かって前進していくためには、全教職員が建学の精神を

理解し、個々の持てる力を発揮しながら協働連携して教育に取り組む必要があ

る。（教職員の協働連携）

エ 学生が安定して学生生活が営めるよう、学生支援を充実する必要がある。

（学生支援）

（県立芸術大学）

ア アドミッション・ポリシーに則り、本学で学ぶことに高い意義を見出し、将

来性のある入学生を獲得するために、入試における幅広い設定と大学広報の見

直しが必要である。

イ 教養科目は社会性や人間性の豊かな素養を育むだけでなく、本学の芸術的修

練、専門教育の礎であり、専門教育との有機的な連携をさらに模索し、社会の

ニーズに応える幅広い教養科目を構築するため、全学教育センター機能の充実

強化を図る必要がある。

ウ 芸術基礎教育と専門教育について、美術工芸学部では造形基礎等の本来の芸

術基礎科目と専門教育における基礎科目との関連性、有効性を見直す必要があ

る。

エ 芸術系大学の社会的存在が見直される中、卒業後の就職率を含め、養成され

た人材を評価する指標、学部教育の充実を図るため、芸術専門教育の成果を評

価する指標を明確にする必要がある。

注１ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）教員が授業内容・方法を改善し、教育力を向

上させるための組織的な取組

注２ ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）事務職員や技術職員等を対象に、資質を向上させ

るための組織的な取組
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③施策の方向

（県立看護大学）

ア 入学方針に沿った学生が得られているかを検証しつつ、学ぶ意欲と能力をも

った学生を得るために多様な入学選抜方法を開発する。さらに、初等中等学校

の児童生徒に対して大学への関心を高める取組を通して受験生の裾野を広げる。

イ ‘単位の実質化’が大学の教育の質を保証するために不可欠な要素であり、

大学教育の根幹であるとの共通認識のもとに、全学的に継続的に取り組む。学

生の自主的学習を促すための教育方法の開発や教育環境の整備、厳正な成績評

価により学生の学習成果を保証することなど、総合的な観点から取り組む。

ウ 各教員が、教育研究活動の中で広い視野に立って目的意識を共有し、具体的

な活動の協働を通して互いの考えを知り、課題の解決に調和的に取り組む機会

に参加する。

エ 学生を取り巻く社会の変化や学生生活状況の変化を把握し、必要な学生支援

を継続的に実施できるような支援体制をとる。さらに、検証を重ねて改善して

いく。

（県立芸術大学）

ア 志願者の減少傾向を改善するため、入試において全学的な分離分割方式によ

る二次試験の実施など、定員の充足率の向上を図る。さらに全学的な学生の修

学支援、学生生活の改善を図る。

全学広報室（仮称）を設置し、大学の活動成果をホームページなどで行い、

広報活動の充実強化に取り組む。

イ 全学教育センターを通じて、資格課程を含め総合教育科目並びに共通教育科

目の見直しを行う。

ウ 本来の芸術基礎教育と専門基礎教育の関連性と有効性の両面を専攻全体で確

認するとともに、シラバスを充実させ、学生の修学のモチベーションを高める。

エ 卒業生に関し、芸術文化の振興に貢献している具体例及び産業界や教育界に

輩出している情報を収集し、周知を図る。

(2)教育実施体制の充実

①基本的な考え方

県立看護大学の学士課程教育を推進するために、教員の教育研究能力の向上、

教育実施体制及び教育の質改善のためのシステムを充実する。専門教育のレベル

には教員の専門領域における教育研究能力が反映されることから、教員の教育研

究能力を高めるための全学的・継続的な取組をする。また、教育目標を達成する

よう教員の配置を適正に行うとともに、人材育成及び獲得を計画的に遂行する。

臨地実習が看護学教育上重要であることから、実践現場の教育力を高める取組を

行う。さらに、教員活動評価を適切に実施することによって教員活動の活性化を

図り、学生の学習成果の評価や教育実施体制を充実させる。
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県立芸術大学の学士課程教育の質の向上は、教員の教育指導能力、教育研究能

力、教育環境の整備等の複合力によって反映され、教員相互の組織体制によって

より実質的な効果が発揮できる。変動の激しい社会状況の中にあっても、芸術大

学の主な教育目的は優れた芸術家、研究者、教育者を育てることにある。教員の

教育研究能力をさらに高めるには、大学自身が、中・長期計画の下、教育体制と

しての学科再編及び適正な人事配置、運営体制の組織的見直しを行う必要がある。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 専門領域における教育研究能力及び実践能力を維持向上するための体制をつ

くり、教員の資質を高める必要がある。(教員の資質向上）

イ 教育研究能力を有する人材を長期的展望をもって確保・育成し、教員を適正

に配置し人材を活用する必要がある。(教員の育成・確保、適正な配置）

ウ 学習成果の評価、教育活動の評価のシステムの構築、教員が自らの活動を評

価しその成果を教育研究に生かす仕組みを発展・定着させる必要がある。(教育

の質改善のためのシステムの構築と機能）

（県立芸術大学）

ア 県立芸術大学は、美術工芸学部において分散したキャンパスの下で授業を行

っているが、キャンパス総合移転計画を含めた中・長期将来計画の下、学科再

編及び適正な人員再配置を行い、組織力の改善、教員の授業持ちコマ数の格差

解消等、適正な教育環境整備に努める必要がある。

イ 大学教育・研究成果の社会還元を促進するため、地域に根ざした地域貢献、

地域連携授業、産官学連携プロジェクト等のさらなる開発を行う必要がある。

ウ 卒業する学生の就職率の向上、企画力や実践経験を生かした人材育成を行う

ため、教養と専門におけるキャリア教育の充実、アートマネージメント科目の

新設を行う必要がある。

エ 国内外の芸術系大学との共同授業の実施、海外派遣留学、国際交流事業を通

じた共同研究をさらに促進し、学内の教育環境を活性化し、国際的な芸術文化

活動に寄与する必要がある。

③施策の方向

（県立看護大学）

ア 教員の教育研究能力を高めるために、日々の教育研究活動を基盤とした継続

的なＦＤを実施していく。また、実践能力の維持向上及び教育研究の基盤を広

げ、相互理解を深め教育研究を推進するために、実践現場との人事交流を含め

た現場での研修等の機会を広げる。

イ 教育目標を中長期的に見据えて、人材の確保及び育成をしていく。そのため

に若手教員の教育研究能力を高めるためのＦＤや支援体制を整えるとともに、

教育補助者の教育実践能力を高める取組も行う。

ウ 教育活動や学生の学習成果を評価するシステムを構築するとともに、大学教
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員としての活動を継続的に点検・自己評価し、改善していく取組を個人、学内

組織、大学全体レベルで有機的に行えるよう効率化を図りながら充実していく。

（県立芸術大学）

ア 教員の持ちコマ数の格差解消に努め、授業を複数兼務する教員の負担を軽減

する。本学に相応しいカリキュラムの開発を行う。また、ＦＤ・ＳＤ活動を組

織的に取り組む。

イ 大学における教育・研究成果を、地域（産地を含めた）への社会還元として、

地域貢献・連携事業、並びに産官学連携プロジェクトを積極的に実施する。ま

た、人材育成を伴った成果を大学での教育・研究へ活用する循環型の地域連携

に取り組む。

ウ 教養教育と専門教育におけるキャリア教育の充実を図り、卒業後を見据えた

人材育成を行う。また、アートマネージメントに関する科目を開設する。

エ 国内外の芸術系大学と単位互換を含めた共同授業を実施し、学生数の少ない

本学の教育環境の活性化を図る。さらに国際交流を推進するため、姉妹校の修

学内容等の点検を行い、私費留学生の受入れを含め留学制度を拡充させる。
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１１ 大学院教育の強化

〔大学院教育の強化〕（県立大学）

21世紀に予測される労働力人口の減少傾向の中で、保健医療福祉に関する対人サー

ビスを担う専門家の養成と確保は重要な国家的課題である。病院や施設内におけるケ

アばかりでなく、在宅療養者も含めて、人権を尊重しながら、自主性と生活の質向上

に向けて行う保健看護的支援には高度の知識と技術が要求される。

特に少子高齢化率が高い離島地区を多く抱えている島しょ県沖縄の使命として、島

しょ看護に関する高度で包括的な実践力を備えた看護専門職業人としてのリーダー養

成は不可欠である。

このような地域特性に対応できる高度なケアを実践できる専門看護師等の実践家、

看護の管理者、学習や教育の原理を統合して看護教育に応用する教育者、研究活動に

よって新しい看護知識の創出に貢献する研究者、保健看護活動を通して新しい学問の

創出に貢献できる人材養成を目指した大学院教育の充実を図ることが必要である。

沖縄県立芸術大学は、芸術の各分野における高度な専門的能力を養成することを目

的としている。その上で、沖縄の伝統芸術の技術的特徴や、それらを生成した歴史的

・文化的・風土的特性等にも配慮した高度な実技教育を行うとともに、芸術の普遍性

の見地から、広く東西の美意識に関わる哲学的・美学的・文化的反省に立った芸術教

育を行っている。

これらの教育活動を通じて、芸術文化に対する深い理解と感性をもち、創造力豊か

で、将来の社会における芸術分野の幅広い実践活動を担う制作者、演奏家や研究者、

芸術教育の場における専門的指導者となり得る人材の育成を目指した大学院教育の充

実を図る必要がある。

(1)教育内容の充実

①基本的な考え方

看護大学研究科においては、グローバル化、少子・高齢化、ＩＣＴ化、価値の

多様化に伴う保健看護上のニーズや課題に対応できる質の高い教育を提供する。

博士前期課程では、広い視野に立って看護における高度なケアの実践や教育ので

きる専門的能力や研究能力を養う。博士後期課程では、看護分野における研究者

として自立した研究活動を行うために必要な研究能力及びその基礎となる豊かな

学識を養う。これらの教育の充実を図るために、大学院教育の実質化を推進し、

学位の国際的な通用性や質の確保を担保する教育内容の充実を図る。

芸術大学修士課程においては、芸術文化に対する深い理解と感性をもつ人材を

育成するために、専門領域の教育の強化とともに、基礎的素養を涵養する教育の

充実を推進する。博士課程においては、高度に専門的な芸術研究をより一層推進

するために、実践面と理論面との協同による研究を重視した教育内容の充実を図

る。両課程を通じて、国際交流を推進し、芸術創造および芸術研究の分野で世界
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的に活躍しうる高度に専門的な人材を育成する。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 看護並びに保健・医療・福祉を取り巻く幅広い領域を視野に入れた学生の確保と社会

人の受け入れ体制の充実を図る必要がある。

イ 博士前期課程及び博士後期課程の教育内容の充実を図る必要がある。

ウ 厳正な基準の下での成績評価を実施する必要がある。

エ よりよい学習環境をつくるため、学生支援の充実を図る必要がある。

オ 島しょ・過疎地域において活躍できる高度な包括的専門看護師を育成するための教育

プログラムの開発が必要である。

カ 高度実践看護師を育成するために、従来の専門看護師教育課程のカリキュラムを強化

する必要がある。

（県立芸術大学）

ア 修士課程においては、教育課程の体系化、指導計画の明確化により、教育の

質と客観性を高める必要がある。

イ 博士課程においては学術的研究分野のみならず、実践分野の高度な指導者を

育成するため、実技系領域の博士を養成する課程の開設が必要である。

ウ 教育の国際化を促進するため、海外との交流の機会を増やし、世界に発信す

る指導的な人材を増やしていく必要がある。

③施策の方向

（県立看護大学）

ア 豊かな看護経験を有し、将来、看護ならびに保健・医療・福祉などの領域において指

導者として活躍できる人材の受け入れを図る。さらに入学応募者の増加を図るために、

入学準備教育指導体制の導入や受験資格を与えるための学力認定試験の方法を検討する。

イ 学生の能力向上のためのコースワークを充実するとともに、学生間のピュアレビュー

や複数指導教員体制による多角的な視点での学生の研究能力の向上を図る。

ウ 各科目の成績評価及び学位授与の厳正な基準の下での実施、学位授与率の向上を目指

す。

エ 有職学生及び遠隔居住学生の支援体制の充実を図る。リサーチ・アシスタント、ティ

ーチング・アシスタントの適切な活用を推進し、活性化を図る。さらに、学期末ごとに

学生の学習の進捗状況や満足度などの意見を集約し、学習支援体制を充実・改善する。

オ 島しょ・過疎地域における包括的専門看護師の人材養成プログラムを開発し、当該地

域で就業する看護職者の高度実践能力の向上を目指す。

カ 専門看護師教育課程の新基準に見合った専門看護師教育プログラムを開発し、高度な

看護実践能力の向上を図る。

（県立芸術大学）

ア 大学院の教育課程において、専門分野の教育と、基礎となる素養を涵養する

教育とを体系的に配置したカリキュラムを新たに構築するとともに、研究計画
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書に基づいた教育の推進と成果の事後検証に取り組む。

イ 博士課程においては、芸術文化学専攻の中に、実技系の高度な指導者を育成

する芸術表現研究領域を開設する。

ウ 海外との協定締結校を増やし、学生・教員の交流を促進する。

(2)教育実施体制の充実

①基本的な考え方

県立看護大学においては、修得すべき知識・能力が明確な学位プログラムを有する大学

院教育を確立し、授与する学位に見合う教育の成果を保証する組織的な教育・研究指導体

制の確立を目指す。また、高度な学術研究を基盤とした教育を展開し、創造性豊かな優れ

た研究・開発能力と高度な専門的知識・能力を持つ人材を養成するための教育指導体制の

充実を図る。

県立芸術大学においては、大学院教育において高度に専門的な教育を推進する

ために、教育効果のあがる研究室体制を築く必要があり、さらに他大学との交流

によって、最先端の教育が可能な環境を整備する必要がある。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 教員の確保及び研究指導教員の育成を図る必要がある。

イ 高度な教育を実施するために組織的な研究指導体制の整備と、専門性を考慮した学外

からの教員の活用を図る必要がある。

ウ 教育の質の改善のためのシステムを整備する必要がある。

エ 図書や情報システムなど学習環境の整備と遠隔教育システムの充実を図る必要がある。

オ 国内外の大学との交流、学生や研究員などの人的な交流を拡大させ、国際的な共同研

究体制の構築を図る必要がある。

（県立芸術大学）

ア 大学院の各専攻の入学定員が小さいため、一部の専攻では入学希望者と専攻

定員との間でアンバランスを生じている。これを解消するために、入学定員を

見直す必要がある。

イ 専門的な教育をさらに充実させるために、海外の姉妹校の他、国内芸術系大

学、県内の大学との教育交流を推進する必要がある。

ウ 博士課程への実技領域導入に伴い、修士課程においても、博士課程への進学

を見通したカリキュラムを構築する必要がある。

③施策の方向

（県立看護大学）

ア 専門領域の教育・研究に卓越した教育研究者を確保するとともに、若手教員

の学位取得率を高めるための支援体制を構築する。

イ 学位論文の厳格な審査と、適切な年限内での学位取得のために、複数指導体

制の充実を図る。



- 44 -

ウ 国内外の大学などにおけるＦＤ研修への参加を推進する。学生の授業評価を

取り入れた評価システムを整備し、研究指導能力の向上と指導方法の改善を目

指す。さらに、長期履修学生制度を推進し、社会人学生が学びやすい教育環境、

体制の構築を目指す。

エ 学術雑誌や図書の充実、電子図書館機能の活性化、情報アクセス環境の充実

を図り、遠隔教育システムの質の改善を目指す。

オ 国外の大学提携大学(ハワイ大学や台北医学大学など)との交流を目的に、教育研修や

共同研究を推進する。

（県立芸術大学）

ア 大学院への入学希望者と専攻定員との間のアンバランスを解消するため、志

願倍率の高い専攻においては定員を増員する。

イ 海外の姉妹校との交流を拡充する他、国内芸術系大学との単位互換を含む共

同交流授業の開発を推進するとともに、県内大学とのコンソーシアムを通じた

単位互換等の協同活動を推進する。

ウ 修士課程の実技系専攻において、学術的研究の基礎となる演習科目を創設す

る。
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１２ 大学の教育研究の推進と基盤の強化

〔教育研究の推進と基盤の強化〕（県立大学）

県立看護大学は、研究環境の整備や教員個々の研究能力の向上を図ることにより、

専門分野の学術活動を活性化し、研究成果を地域に還元するとともに、世界に向けて

沖縄から発信する。

大学院博士課程を有する島しょ県の看護大学としての特性を生かし、国内及び東南

アジアや環太平洋地域をはじめとする世界の島しょ地域と連携しながら、離島や過疎

地域における健康問題や看護実践上の課題に取り組む看護学の新たな分野を開拓する。

個々の教員の専門性を生かした研究を推進しつつ、大学の教育目標の達成に向けて

研究成果を蓄積する。

県立芸術大学の果たす役割は、建学の理念に基づいた美術、工芸、音楽、芸能の芸

術分野における有為な人材を育成することである。その中で本学の特色となっている

沖縄の伝統芸術の継承と新たな芸術の創造及び時代の要請に対応できる人材の養成は

重要である。

また、質の高い研究、教育理論に基づく教育研究システムを確立し、本県の芸術文

化の振興を図るとともに、芸術文化の国際交流を一層充実する必要がある。

世界的な芸術文化を修得し、国際的レベルの芸術家の育成を図るとともに、伝統芸

術文化の地域的個性を生かした教育研究に努め、併せてアジア地域における芸術文化

との融合、調和を基本とした内発的多様性を探求することによって伝統芸術の継承と

新たな芸術の創造に取り組む必要がある。そのためには、個々の教員の専門性の研究

をさらに深化させ、県立芸術大学の役割の実践、目標達成に向けた教育研究の推進と

基盤を強化する必要がある。

(1)教育研究の充実

①基本的な考え方

県立看護大学においては、グローバル化する知識基盤社会、学習社会において、

国際的通用性、信頼性の向上を図るため、教育研究機能の強化を推進する。その

ためには、科学研究費や外部研究資金等の積極的導入を図り、プロジェクト研究

の推進や教育研究費の有効活用を図る。教員は研究能力の向上に努めると共に、

国内外の研究者との人的交流を図り、本県の保健・医療・福祉の課題に応えうる

地域に根ざした研究活動の実現を図る。

県立芸術大学においては、本学の特色である沖縄における伝統芸術の継承と新

たな芸術の創造に資する人材の育成が重要であり、質の高い研究、教育システム

を確立し、さらに国際的に活躍できる人材を輩出するための教育研究の推進を図

る。
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②主要課題

（県立看護大学）

ア 教員個々の研究活動の実績にばらつきがあり、外部の競争的研究費の採択率

を高める必要がある。

イ 県内の離島における実践的な研究に加えて、専門分野・領域を超えて大学の

共通目標に向かう共同研究を推進する必要がある。

ウ 実践現場の看護職者等や学内外の研究者との学際的な共同研究を推進する。

（県立芸術大学）

ア 教員個々の研究活動の一層の充実を図るため、プロジェクト研究の推進や教

育研究費の有効活用、外部資金獲得などについて組織的な取組を推進する必要

がある。

イ 本学の芸術力を国際的水準に高めるため国内外のさまざまな研究機関との共

同研究を行い、教育研究機関として機能向上を図る必要がある。

ウ 地域に開かれ、貢献する大学として地域の芸術教育の振興に一層努める必要

がある。

③施策の方法

（県立看護大学）

ア 外部研究費の獲得を推進するために、教員個々の研究能力の向上や研究環境

の整備を図り、研究活動を活性化するための組織的な取組を推進する。

イ 専門分野・領域を超えて大学の共通目標に向かうプロジェクト研究を推進す

る。

ウ 実践現場の看護職者等や学内外の研究者との学際的な共同研究を推進する。

（県立芸術大学）

ア プロジェクト研究の推進や教育研究費の有効活用、外部資金獲得などについ

て組織的な取組を推進する。

イ 姉妹校の拡大、教育研究の交流及び国内外の研究者との共同研究を推進する。

ウ 地域の芸術分野の団体及び指導者、実践者との交流により、地域の伝統芸術

振興に密着した取組を推進する。

(2)教育研究施設・設備の整備の推進

①基本的な考え方

県立看護大学では、優れた人材の育成や創造的・先進的な研究開発を推進する

ため、国内外の研究者との学術的交流を推進する。大学の教育研究資源へのアク

セスを高めるため、附属図書館の電子機能の充実や遠隔地の利用者ニーズに対応

できる運用体制など、重点的・計画的に整備を推進する。

県立芸術大学は、開学から25年にわたり芸術にかかる教育研究水準の向上にお

いて首里当蔵キャンパス、首里金城キャンパスの教育研究施設の整備を図り、芸

術分野の総合大学として少人数授業による密度の高い独自の教育を行ってきた。



- 47 -

その間に施設の老朽化が進行したため、美術工芸学部の一部を首里崎山キャンパ

スに新築移転した。教育研究の充実、国内外との交流、情報発信を促進させるた

めの教育施設・設備の整備についてさらに推進する。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 島しょ県沖縄での教育研究を支えるＩＣＴ環境（通信機器、通信費用、遠隔

システムの操作性・簡便性）の様々な制約を解決していく必要がある。

イ プロジェクト研究、学際的研究など共同研究の研究費を中長期的に獲得・用

意する必要がある。

ウ 図書館の収蔵図書や雑誌・文献など、遠隔地からのアクセスを可能とする図

書館機能の電子化の促進が必要である。

（県立芸術大学）

ア 県立芸術大学のＩＣＴ環境を整備し、情報発信を推進する必要がある。

イ 県外、県内の遠隔地からの入学者のための学生寮の整備並びに留学生、共同

研究者の宿泊施設を整備する必要がある。

ウ 附属図書・芸術資料館に関しては、機能の充実を図り運用体制を整備する。

③施策の方向

（県立看護大学）

ア 遠隔地の大学院生・看護職者の研究指導、実践現場との共同研究の基盤とな

るＩＣＴ環境の整備と充実を図る。

イ 教員の学習ニーズを踏まえ、研究リテラシーに関連するコースワークの開発

や支援体制の充実を図る。

ウ 図書館の収蔵図書及び情報の効果的利用や質的充実、図書館機能の電子化の

促進による利用者ニーズに的確に対応できる運用体制の整備を図る。

（県立芸術大学）

ア 本学の特色である芸術文化活動の情報発信、教育情報のリアルタイムの提供

のためのホームページの充実化、キャンパス分離に伴う学生サービスの維持向

上のためのオンラインシステムの推進を図る。

イ 首里崎山キャンパスへの段階的移転及び全学移転に向けた構想を策定すると

ともに、首里当蔵キャンパス、首里金城キャンパスの跡地利用を図る。

ウ 附属図書・芸術資料館の充実並びに専任の司書及び学芸員を配置し、利用者

のニーズに対応した体制を整備する。
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１３ 大学による社会貢献の推進

〔社会貢献の推進〕（県立大学）

少子高齢化による超高齢社会に向かい、誰もが生涯学習を通して生涯現役で社会に

貢献することを目指している。

県立看護大学においては、本学の使命「保健医療福祉の分野において小さな離島や

過疎地域であっても県民の期待に応えうる、質の高い看護職者の育成を図ること」の

実現に向け、看護教育・研究だけでなく、看護実践の中核的機関として社会貢献する

ことが求められている。国内でも有数の有人離島を持つ島しょ県として、本学の看護

教育・研究機能を看護職者の生涯学習に生かし、いかなる地域においても県民の期待

に応えられる看護職者の人材養成及び人材確保を系統的に取り組んでいく必要がある。

中でも、島しょ・過疎地域の看護職者の人材養成と人材確保は都市地域とは異なる

取組が求められている。そのためには、行政、大学、看護学校、保健医療機関等との

協働による新たな人材養成プログラムや人材確保プログラムの開発を推進する。

県立芸術大学においては、建学の理念、設置の基本構想に基づき、開かれた大学と

して、その実践成果を広く県民に還元し、沖縄の地域文化の活性化に貢献するととも

に、大学と地域の相互交流を目指している。

(1)地域振興に貢献する取組の充実

①基本的な考え方

県立看護大学においては、沖縄県のどこでも、だれでも心豊かで安全・安心に

暮らせる島づくりには、「健康・長寿」が重要な課題であると考えている。その課

題に看護職者として取り組むためには、継続的で段階的な人材養成と安定的な人

材確保のシステム化が図られなければならない。その実現には、人材養成の責任

を負う県立看護大学と人材確保の責任を負う行政の協働連携を基盤とした県内の

多様な関係機関とのネットワーク化に努める。特に、離島・過疎地域に看護職者

の人材養成や人材確保のために新たな取組を開発する。

県立芸術大学において、美術工芸学部では、サマースクール・公開講座等の充

実を図り、各専攻においても、地域貢献、地域連携、産官学連携を目的とした取

組を行う必要がある。音楽学部では、演奏会や出張演奏を広く県民に鑑賞の機会

を提供する取組として組織的に行う必要がある。

附属研究所では、毎年実施している公開講座の一層の拡充を図るとともに、沖

縄県立芸術大学移動大学を充実させ、社会人向け生涯教育のプログラムの開発に

取り組む。

②主要課題

（県立看護大学）

ア 全県の看護職者の人材養成・人材確保のビジョンづくりに取り組む必要があ

る。
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イ 人材養成と人材確保は独立した取組ではなく、協働で取り組む必要がある。

ウ 看護職者の継続的で段階的な研修プログラムを開発する必要がある。

エ 離島・過疎地域の看護職の人材養成と人材確保は新たな取組が必要である。

オ 看護職者の人材養成・人材確保のシステム化を発展させるために、実践デー

タの蓄積や研究が必要である。

（県立芸術大学）

ア 美術工芸学部、音楽学部で行っている公開講座・サマースクール等の充実を

図る必要がある。

イ 学生参加による地域貢献を授業として積極的に行う必要がある。

ウ 小・中・高等学校教育と連携した地域貢献活動を充実させる必要がある。

エ 附属研究所が行っている公開講座・文化講座、移動大学の充実を図る必要が

ある。

オ 産官学連携事業や市町村との連携授業などをより充実していく必要がある。

③施策の方向

（県立看護大学）

ア 「看護実践開発支援センター(仮称）」の拠点整備を図り、中長期的な沖縄県

の看護職者の人材養成・人材確保ビジョンづくりに取り組む。

イ ビジョンの推進のために、全県の看護のリーダーによる人材養成・人材確保

ネットワーク会議を開催する。

ウ 人材養成は、遠隔情報システムも活用して充実させる。

エ 人材確保は、行政などと協働で看護職者の人事交流に大学の研修を有機的に

連携させ推進する。

オ 国内外の先進地の情報収集と調査研究を進め、その評価を行う。

（県立芸術大学）

ア 美術工芸学部、音楽学部で行う公開講座・サマースクール等の内容を点検し、

一層の充実を図る。

イ 学生参加による地域貢献授業の充実を図る。

ウ 小・中・高等学校と連携し、出前授業、レクチャーコンサート等の充実を図

る。

エ 生涯学習推進体制と県民カレッジと連携し、社会人向け沖縄文化の講義の単

位化を検討する。また、移動大学を発展的に拡大した沖縄文化総合体験学習プ

ログラム等の検討を行う。

オ 産官学連携プロジェクト、市町村との連携事業を積極的に取り組む。
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第２章 各 論（施策の展開）

１ 潤いと生きがいのある生涯学習社会の実現

生涯学習を推進するため、沖縄県生涯学習推進本部の組織体制の充実を図り、県全

体での取組を強化するとともに、市町村の生涯学習推進体制の整備を促進する。

また、生涯学習情報の収集・提供及び学習機会の提供や生涯学習・社会教育指導者

の資質向上を図る。更に、学習成果の評価を行うほか、生涯学習に関する相談体制の

充実に努める。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

生涯学習推進体制組織の設置 ％ 57 65 平成19年度45％から順次上昇し

率 ており、今後も同程度の増加を見

込み、組織の充実が図られている。

市町村における社会教育主事 ％ 44 50 社会教育主事の設置が促進され、

設置率 市町村の生涯学習の推進が図られ

ている。

県・市町村の講座の修了者数 人 90,655 115,000 生涯学習に対する興味関心が高

まり、生涯学習の実践者が増加し

ている。

情報プラザへのアクセス数 件 38,695 42,000 県民の生涯学習に対する興味関

心が高まり、その情報に対するア

クセスが増加している。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

生涯学習審議会の開催数 回 3 5

県生涯学習推進本部の開催数 回 3 3

社会教育主事講習受講者数 人 10 20

おきなわ県民カレッジ主催講座数 講座 15 25

おきなわ県民カレッジ連携講座数 件 1,154 1,200

生涯学習情報の登録数 件 19,312 25,000

情報提供機関数 件 135 185

(１) 生涯学習推進体制の充実

沖縄県生涯学習推進本部の組織体制の充実を図り、県全体での取組を強化する

とともに、市町村の生涯学習推進体制の整備を促進する。また、生涯学習等指導

者の養成及び資質向上に努める。
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事 業 名 内 容

生涯学習推進体制の整備 ・「沖縄県生涯学習審議会」「沖縄県生涯学習推進本部」を

定期的に開催する。

・市町村の生涯学習推進体制状況を把握するとともに生涯

学習推進体制の整備を促進する。

生涯学習指導者等養成事 ・生涯学習等指導者の養成及び資質向上を図る。

業 ・社会教育主事となる資格を取得させるため、受講機会を

提供する。

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）

(２) 県民の学習ニーズに応える学習機会の充実

県民の多様な学習ニーズに応えるため、生涯学習情報の収集・提供及び学習機

会の提供を行う。また、学習成果の評価を行うとともに、生涯学習に関する相談

体制の充実を図る。

事 業 名 内 容

おきなわ県民カレッジ ・国・県・市町村及び大学等で実施している生涯学習に関

する連携講座の拡充を図る。

・県民に学習機会を広域的・効果的に提供する。

・学習成果を適正に評価する。

沖縄県生涯学習情報提供 ・国・県・市町村や高等教育機関・民間事業者等が持って

システム いる生涯学習に関する情報を収集、体系化し、県民へ提

（生涯学習情報プラザ） 供する。

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）
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２ 自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実

次代を担う、子どもたちの「生きる力」を育み、変化する社会に柔軟に対応できる

資質や能力を身に付けられるよう、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成等を図

るほか、子どもたちの意欲や時代に対応した教育環境の整備を推進する。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

全国学力・学習状況調査にお ％ 97 102 「確かな学力」の定着により、

ける教科に関する調査（標準 全国水準を上回っている。

化得点：全国100）の平均正

答率

高等学校等進学率 ％ 94.3 98.0 生徒の確かな学力が向上し、希

望する進路の実現ができている。

進路決定率（高校） ％ 82.5 91.0 多様な生徒の実態に対応して魅

力ある学校づくりを推進し、生徒

の個性を最大限に伸長させた結

果、進路決定率が上昇し、沖縄を

担う人材が輩出している。

大学等進学率 ％ 36.6 41.0 生徒の確かな学力が向上し、希

望する進路の実現ができている。

就職内定率（高等学校） ％ 82.6 90.0 全国平均値並となっている。

特別支援教育に関する教員 ％ 69.4 90.0 幼児児童生徒への教育的支援の

研修の受講 充実が図られている。

特別支援学校高等部卒業生の ％ 93.1 95.0 障害の程度にかかわらず高等部

進路決定率 卒業生の進路決定率が充実してい

る。

就業体験実施率（全日制・ ％ 96.7 100.0 全日制・定時制高等学校で100％

定時制午前部高等学校） 実施されている。

（※定時制に通うアルバイト、勤

労学生は除く）

不登校出現率 ％ 0.37(小) 0.27(小) 支援体制の充実のもと、不登校

2.60(中) 2.50(中) 児童生徒数が減少している。

2.97(高) 2.30(高)

児童生徒の体力・運動能力テ 点 49.0(小) 49.4(小) 体育学習の充実のもと、運動の

ストの平均値（全国平均を50 48.3(中) 49.0(中) 二極化傾向や体力の低下傾向の歯

とするＴ－スコア） 48.2(高) 49.0(高) 止めがなされている。

中・高等学校の運動部加入率 ％ 62.7(中) 63.5(中) 部活動が活性化・適正化し、競

42.6(高) 43.5(高) 技力が向上している。
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毎日朝食を食べる児童生徒数 ％ 87.8(小) 92.0(小) 食に関する正しい知識を持ち、

82.6(中) 87.0(中) 自ら判断し、望ましい食生活を実

71.9(高) 77.0(高) 践していく力を持った児童生徒が

増加している。

段階的に２年・３年保育の実 園 84 119 幼児教育の充実が図られてい

施 る。

預かり保育の実施 園 149 191 子育て支援が充実している。

公立小中学校施設校舎等耐震 ％ 76.8 90.0 安全で環境に配慮した教育基盤

化率 の整備により、子どもたちの学習

意欲や時代に対応した学習環境が

確保されている。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

沖縄県学力到達度調査の各教科設問毎の平均通過率 ％ 65 85

小学校

沖縄県学力到達度調査の各教科設問毎の平均通過率 ％ 55 80

中学校

県外大学体験プログラム参加者数 人 － 200

高等学校達成度テストの実施 ％ 100 100

教育課程研修会の実施 ％ 100 100

学力向上プロジェクト開発モデル校の指定 校 － 5

スクールカウンセラー学校配置数（小･中･高） 校 208 220

スクールソーシャルワーカー配置人数（小・中） 人 11 20

教育相談・就学支援員派遣人数（高） 人 － 30

特別支援教育に関する校内委員会の設置 ％ 88.3 100

特別支援教育コーディネーターの指名 ％ 99.6 100

「個別の教育支援計画」の作成 ％ 54.3 100

「個別の指導計画」の作成 ％ 58.4 100

特別支援学校高等部卒業生一般就労 ％ 18.5 20.0

就学指導地方研究協議会の参加者数 人 140 200

校内医療的ケア実施委員会の実施 ％ 100 100

校内医療的ケア緊急時シミュレーションの実施 ％ 42.9 100

「体力つくり・体育指導改善講習会」の参加者数 人 82 200

「学校体育水泳実技指導者講習会」の参加者数 人 129 250

運動部活動指導者研修会への参加者数 人 39 106

高校生の交通問題を自ら考える実践交流会への参加者数 人 700 800

学校安全指導者養成講習会への参加者数 人 83 275

小中学校における食に関する指導の全体計画及び年間指 ％ 80.1 100

導計画作成率
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「幼児教育振興プログラム」策定市町村 市町村数 12 30

キャリア教育コーディネーター配置校数 校 － 7

魅力ある学校づくり推進事業参加校 校 － 50

県立高等学校編成整備計画の実施(全15項目) 実施数 － 2

県立特別支援学校編成整備計画の実施(全10項目) 実施数 － 8

公立小中学校危険改築事業面積 ｍ
２

37,000 52,000

(1) 心の教育の充実
学校教育においては、子どもたち一人一人が生命を大切にし、他者への思いや

りや人権を尊重する心、正義感や公正さを重んじる心、美しいものや自然に感動

する心、自立心、自己抑制力、共生心などの「豊かな心」を育み、人間性の育成

を目指し、「心の教育」の充実に努める。

事 業 名 内 容

ボランティア教育及び豊 ・幼児、高齢者、障害のある人々との交流や地域における

かな体験活動の推進 ボランティア活動等の豊かな体験活動の推進

（担当部・課：教育庁 義務教育課）

ボランティア教育及び豊 ・豊かな体験活動の実践に関する推進地域及び推進校の指

かな体験活動の推進 定

（子どもの居場所づくり ・農山漁村等と都市地区の学校間交流、農山漁村での体験

推進事業） 活動に関する地域、交流校の指定

・長期にわたる集団宿泊等の共同生活体験等に関する推進

校の指定 （担当部・課：教育庁 義務教育課）

平和教育の推進 ・平和教育推進校の指定（２年間）

・各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等との関

連を図った教育課程の研究の促進

・「慰霊の日」に関する授業の充実

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課、義務教育課）

人権教育及び啓発運動の ・学校における「人権を考える日」の設定や「人権委員会」

推進 の設置促進

・「人権ガイドブック」等の活用促進

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課、義務教育課）

スクールカウンセラー等 ・スクールカウンセラーの配置（各学校）

配置事業（子どもの居場 ・スクールソーシャルワーカー、巡回教育相談員の派遣（各

所づくり推進事業） 教育事務所）

・「子どもと親の相談員」、「中一サポーター」の配置（各学

校）

（担当部・課：教育庁 義務教育課、県立学校教育課）
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中学生いきいきサポート ・中学校に「中学生いきいきサポート相談員」を配置

事業 ・不登校や問題行動等の早期発見・対応や未然防止

・不登校生徒の登校復帰や遊び非行生徒の立ち直りの支援

（担当部・課：教育庁 義務教育課）

教育相談・就学支援事業 ・社会福祉士等による家庭訪問

・生徒や保護者のカウンセリング

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

幼児教育の改善・充実 ・幼稚園教育の課題、指導内容、方法等の工夫改善

・幼稚園教諭等の資質向上を図る研修会の開催

（担当部・課：教育庁 義務教育課）

(2) 確かな学力の確立

幼児児童生徒の発達段階に応じたカリキュラム等を充実し、基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得を図り、これらを活用して様々な課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力等を育むとともに、学習意欲を高め、基本的な生活習慣の形成に係る取

組を推進することで「確かな学力」の向上を図る。

このため、学校教育においては、「わかる授業」の構築を目指し、「言語活動の充実」

や「学習を支える力」等の育成を行い、幼児児童生徒一人一人の学習の定着状況に基づ

いたきめ細かな指導の充実を図る。

事 業 名 内 容

地区別ブロック型研究会 ・各地区ブロック研究会において、教師の主体的な研究に

推進事業 よる研究成果を日常的な授業づくりに生かす。

教科コーディネーター配 ・授業づくり等について指導助言や講話等を行い、教師の

置事業 授業力向上を図る。

教育庁学校計画訪問 ・学校及び市町村教育委員会への直接訪問を実施する。

・授業参観、情報交換、協議を通して学校及び市町村教育

委員会の課題解決を図る。

「確かな学力」向上推進 ・「確かな学力」の定着に関する実践研究の充実を図る。

地域指定 ・市町村教育委員会を単位とする指定を行う。（３年間）

地域教育資源の活用事業 ・学校教育において地域教育資源を積極的に活用する。

「その日の学び振り返り」 ・市町村教育委員会に学習支援員を配置し、児童生徒の日

研究事業 々の学習内容の定着を図ることで確かな学力の向上を図

る。

（３市町村教育委員会程度を指定）

沖縄県学力到達度調査事 ・小学校３・５年生（国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ）

業 ・中学校２年生（国語、社会、数学、理科、英語）

離島・へき地における学 ・個々の生徒への学習支援の充実に向けた取組を実施し、

習支援事業 生徒の学力の定着を図る。
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司書教諭研修会 ・司書教諭としての役割の理解を深めるとともに、学習情

報センターとしての学校図書館の充実を図る。

（以上、担当部・課：教育庁 義務教育課）

事 業 名 内 容

進学支援事業 ・大学・短大への進学希望者の多い16校を推進校として指

定し、進学指導を充実強化することで生徒の進路実現を

図る。

進学希望実現事業 ・生徒が県外難関大学等を実際に体験したり、その対策研

修会等を通して、県外難関大学及び医学科等への進学意

識の高揚を図り、進学者数の増加を目指す。

教育課程の改善充実事業 ・教育課程研修会を実施し、各学校への支援体制を構築す

る。

・達成度テストを実施し、本県高等学校の学力向上に寄与

する。

・教科領域、学習指導上の諸問題について研究実践を行う

研究校の指定を行う。

・「総合的な学習の時間」の充実を図る。

・学校図書館資料の整備、充実を図る。

学力向上プロジェクト開 ・多様な生徒の実態や特性等を把握し、学習指導の研究及

発モデル事業 び実践を通して一人一人の進路実現につながるような研

究実践を行うプロジェクト開発校の指定を行う。

（以上、担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

(3) たくましい心と体を育む教育の推進

幼児児童生徒がたくましく生きるための心身の健康の保持増進と体力の向上を

図るとともに、生涯を通じて運動に親しむ態度の育成や健康で安全な生活を送る

ための基礎を培う体育・スポーツ、健康教育の充実に努める。

事 業 名 内 容

体力つくり推進事業 ・学校体育指導資料等の作成及び研修会等の開催

・児童生徒の体力・運動能力及び泳力調査

・水泳授業への実技指導協力者の派遣

・沖縄県児童生徒体力向上推進委員会の開催

研究指定校等推進事業 ・研究指定校連絡協議会の開催

・研究指定校訪問指導

・研究発表会等の開催

武道・ダンス指導推進事 ・小学校、中学校及び高等学校における武道・ダンス指導

業 者の養成

・本県の伝統文化としての空手道・郷土の踊りの継承発展
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・武道指導者の段位認定

・武道・ダンス授業への実技指導協力者の派遣

生き生き運動部活動推進 ・中学校及び高等学校の運動部活動への外部指導者の活用

事業 ・地域社会との連携の促進、運動部活動の活性化

・各種競技の指導方法やスポーツ障害の予防等に関する研

修会の開催

学校体育団体補助事業 ・中学校、高等学校及び特別支援学校の生徒の体育・スポ

ーツの振興とスポーツ精神の涵養

・学校体育関係団体の充実・強化

〈補助団体〉県中学校体育連盟、県高等学校体育連盟

県特別支援学校体育連盟

南部九州全国高等学校総 大会開催に向けた取組及び諸準備業務

合体育大会開催推進事業 ・高等学校体育連盟、関係機関等との連携

・大会開催地県実行（準備）委員会設立

・競技開催地市町村実行（準備）委員会設立の促進

・大会開催及び総括

全国中学校体育大会九州 大会開催に向けた取組及び諸準備業務

ブロック大会開催推進事 ・中学校体育連盟、関係機関等との連携

業 ・沖縄県実行委員会設立

・競技別実行委員会設立の促進

・大会開催及び総括

保健教育及び保健管理推 ・各種研修会の開催

進事業 ・健康悉皆調査の実施

・学校保健委員会の活性化

・学校保健計画・学校安全計画の充実

・学校保健表彰における審査会の実施

・沖縄県学校保健会の推進

・県立学校保健会参加

・県立学校保健主事研修会の実施

・定期健康診断の実施（対象：県立学校の児童生徒・職員）

学校保健指導事業 ・健康調査部会の開催

・実態調査報告書の作成

・結核対策委員会の実施

・腎臓・糖尿検診委員会の実施

学校保健中央研修事業 ・健康教育行政担当者連絡協議会への参加

・全国学校保健研究大会での発表及び参加

・全国養護教諭研究大会での発表及び参加

・九州地区健康教育研究大会での発表及び参加

・健康教育推進のための指導者養成研修の受講

・全国学校環境衛生研究協議会への参加
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学校保健研究指定事業 ・学校保健に関する研究指定校訪問指導

・研究発表会等の開催

性教育推進事業 ・児童生徒が生命の大切さや正しい異性観をもち、望まし

い行動をとれるよう、研修等を通して指導者の資質向上

を図る(地区別開催)

・指導資料の作成

薬物乱用防止教育推進事 ・薬物乱用防止に関する正しい知識の普及、健全な価値観

業 や規範意識の育成を目指し、研修等を通して指導者の資

質向上を図る(地区別開催)

・飲酒、喫煙、薬物乱用防止教育の推進

・指導資料の作成

環境衛生管理事業 ・学校環境の維持・管理

・学校環境衛生・安全管理講習会の開催

交通安全指導事業 ・警察等関係機関と連携した交通安全教育の推進（参加、

体験、実践型教育）

・高校生の交通問題を自ら考える実践交流会

・交通安全教育推進校の指定(２年間)

学校安全指導者養成講習 ・幼児児童生徒の危険回避能力の育成を図るため、学校安

会 全指導者の資質向上を図る養成講習会を開催

（６地区において開催）

防犯・防災教育 ・地域安全マップの作成

（幼児児童生徒の安全確保 ・台風接近に伴う気象台との連携

に係る取組） ・台風接近に伴う学校への注意喚起及び人的被害状況の把握

・「児童生徒等の安全確保対策危機管理マニュアル」の策定

・学校における地震・津波に関する避難訓練の完全実施

・学校の海抜及び避難場所・避難経路図の掲示促進

学校安全体制整備事業 ・学校防災リーダーの育成並びに学校防災対応システムの

整備により、防災教育の推進とより効果的な安全体制の

構築

沖縄県健康教育研究大会 ・表彰式の実施（文部科学大臣表彰・県内健康教育関係表

彰）

・特別講演の実施

・分科会の実施（学校保健部会・学校安全部会・学校給食

部会）

九州地区健康教育研究大 平成24年度

会 ・沖縄県実行委員会設立の促進

・九州各県学校保健会長及び学校保健担当者連絡会の開催

平成25年度

・大会開催

・大会の総括（記録・報告書の作成）

（以上、担当課:教育庁 保健体育課）
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(4) 食育の推進

子どもたちに食の自己管理能力や望ましい食習慣を身に付けさせるため、幼児

児童生徒の発達段階に応じた食に関する指導の充実を図るとともに、学校・家庭

・地域・関係機関等が連携した学校における食育の推進を図るための施策を展開

する。

事 業 名 内 容

学校給食指導事業 ・地区別学校給食指導者研修会の開催

・市町村学校給食担当者連絡協議会の開催

・県立特別支援学校指導者研修会

・定時制高等学校指導者研修会 （隔年毎の開催）

・学校給食優良学校等審査会の実施

・巡回指導の実施

・食育シンポジウムの開催

栄養教諭等研修事業 ・栄養教諭等研修会の開催

衛生管理推進事業 ・学校給食衛生管理実技講習会の開催

・県立学校給食調理・衛生講習会の開催

中央研修事業 ・健康教育行政担当者連絡協議会への参加

・食の安全に関する実技講習会への参加及び派遣

・食育指導者養成研修（食育指導者・栄養教諭）への参加

・全国栄養教諭･学校栄養職員研究大会への参加

・食の安全に関する調理員講習会への派遣

・九州地区健康教育研究大会への参加

・全国学校給食研究協議大会への参加

学校給食研究指定事業 ・食生活に関する教育実践校

（以上、担当課:教育庁 保健体育課）

(5) 特別支援教育の充実

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取組を支援するという視点に立ち、支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全

ての学校において特別支援教育の充実に努める。

事 業 名 内 容

特別支援教育実践推進事 ・特別支援教育推進研修

業 ・人材育成研修

・特別支援学校支援事業

・県域の関係機関等との連携・協力の活性化

高等学校特別支援教育支 ・県立高等学校の特別支援教育体制の整備の構築

援員配置事業

障害児職業自立推進事業 ・職業自立推進重点校及び推進校を指定し、企業や労働・
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福祉関係機関等と連携した職業教育及び進路指導の改善

・充実

交流及び共同学習の充実 ・特別支援学校に在籍する幼児児童生徒と地域の幼稚園、

小学校、中学校等との交流及び共同学習の推進、地域の

人々との交流推進

・特別支援学級の児童生徒と通常の学級の児童生徒との交

流及び共同学習、地域の人々との交流の推進

特別支援教育指導資料集 ・特別支援教育理解啓発を図るための資料作成及び特別な

作成 教育的ニーズのある幼児児童生徒に対応した指導資料集

の作成

・外部専門家による教職員の専門性向上を図る研修会の実

施

就学指導の充実 ・市町村教育委員会と医療、福祉等の関係機関が連携した

早期からの相談・支援及び就学指導体制づくりの推進

特別支援学校における医 ・医療的ケアを必要とする児童生徒の健康の保持増進を図

療的ケア体制整備事業 るため、特別支援学校に看護師を配置し、教育、医療、

福祉との連携した体制作りを行い、安心・安全な学習環

境の整備

（以上、担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

(６) 幼児教育の充実

幼稚園の2年・3年保育を段階的に実施することで、就学までの３年間の長期的

見通しを持った教育課程を推進し、系統的な教育等の幼児教育の質の向上を図る。

子育て支援の観点から預かり保育を促進するとともに、「沖縄県幼児教育振興ア

クションプログラムⅡ」を基に、市町村における「幼児教育政策プログラム」の

策定を促進し、幼児教育の振興を図る。

事 業 名 内 容

幼稚園教育課程充実事業 ・幼稚園教育課程の編成及び実施に伴う指導上の諸問題に

ついて研究協議し、教職員の指導力を高め、幼稚園教育

の充実を図る。

研究指定園委託事業 ・幼稚園における教育課程実施上の諸問題及び指導方法に

ついて実践的研究を行い、教育課程の充実に資する。

幼稚園教育理解推進事業 ・幼稚園教育に関する講演等を行うとともに、都道府県協

議会の成果の発表、教育課程に伴う指導計画の作成及び

指導上の諸問題について研究協議することにより、幼稚

園教育の一層の振興・充実を図る。

幼稚園教育推進事業 ・国の幼児教育の方向性や沖縄県の実態を踏まえた「沖縄

県幼児教育振興アクションプログラムⅡ」を策定し、周

知することにより、幼児教育の振興・充実を図る。

（以上、担当部・課：教育庁 義務教育課）
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(７) 個性を大切にする教育の推進

幼児児童生徒一人一人の個に応じた指導の充実を図り、その能力を最大限に伸

ばす教育活動や、社会人・職業人として自立するために必要な基盤となる能力や

態度を育てるキャリア教育を推進する。

さらに、へき地教育では、地域に根ざした創意ある教育課程を編成・実施し、

主体的で創造性豊かな幼児児童生徒育成のための教育を推進する。

事 業 名 内 容

地区別ブロック型研究会 ・ブロック型研究会を月１回実施し、指導方法工夫改善教

推進事業 諭の90％以上が研究授業を実施する。

・ブロック別研究会の成果を校内研究会にて共有し、成果

を次年度の年間計画に位置づける。

教科コーディネーター配 ・学校全体における授業力の向上を図るため教科コーディ

置事業 ネーターによる公開授業や要請研修会等を行う。

県学力到達度調査事業 ・各質問項目の正答率を80％以上にし、無解答率をH23年度

より半減させる。

教育庁学校訪問推進事業 ・義務教育課と教育事務所、教育委員会が連携して学校に

継続的な学校支援を実施する。

地域の教育資源活用事業 ・地域の教育資源活用を年間学習指導計画の中に位置づけ

る。

・キャリア教育を十分に展開するために、家庭、地域、社

会、企業、その他関係機関等の地域教育資源を活用し、

それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携

及び協力に努める。

沖縄県へき地教育研究大 ・へき地の小・中学校の学校経営、学級経営、学習指導、

会 生徒指導上の諸問題について研究協議することにより、

へき地教育の充実振興を図る。

（年１回、県内各地区輪番制）

（以上、担当部・課：教育庁 義務教育課）

事 業 名 内 容

インターンシップ推進事 ・産業現場における実際的な知識や技術・技能に触れるこ

業 とを通して望ましい勤労観・職業観の育成を図り、キャ

リア教育を推進する。

沖縄県産業教育フェア ・専門高校等における学習活動の成果を広く県民に公開す

る総合的イベントとし、産業教育に対す理解を深める機

会とする。また、発表を通して、生徒自らの学習意欲の

向上と本県産業の担い手としての自信と誇りを身に付け

させる。
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キャリア教育推進事業 ・目的意識を持ち、自らの進路を主体的に選択・決定でき

る生徒の育成を図るキャリア教育を推進するとともに、

労働行政との連携のもとに、職場開拓、定着指導を強力

に推進する。

キャリア教育マネジメン ・指定校７校にキャリアコーディネーターを配置し、教員

ト事業 向け研修会の開催、学校教育全体に関わるキャリア教育

の実践を推進する。

沖縄県産業教育支援事業 ・本県産業教育の充実を目指して、職業に関する学科の研

究活動、民間活力導入（民間講師招聘、産業現場等の見

学･実習等）に対して支援を行う。

（以上、担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

(8) 魅力ある学校づくりの推進

学校教育においては、幼児児童生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望等が

多様化している実態に対応して、各学校がそれぞれの個性を最大限に伸長させる

ため、魅力ある学校づくりを行うことが一層重要になっている。

事 業 名 内 容

教職員研修事業 ・多様化・複雑化した教育環境に対応できる教員の資質能

力の向上を目指し、初任者研修をはじめとする教員のラ

イフステージに沿った各種研修を実施する。

教職員海外派遣事業 ・高校の教員を５名海外へ２週間程度派遣し、派遣先の教

育システムや該当教科の教授法等について研修を行う。

特色ある学校づくり支援 ・生徒一人一人の多様な能力・適性、興味・関心、進路等

事業 に応じた教育の推進を図り、未来を創る個性豊かな子ど

もを育成するため、地域や学校の実態等に応じて各学校

が主体的に企画・運営する特色ある学校づくりを支援す

る。

開かれた学校づくり支援 ・校長は学校教育の活動状況について積極的に情報提供す

事業 るなど説明責任を果たしながら、学校評価、学校評議員、

地域人材の活用により保護者や地域の人々の積極的な参

加や協力を求めていく。

（以上、担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

事 業 名 内 容

県立学校編成整備計画の ・高等学校について、学び直しなど多様な学習ニーズに対

推進 応できる学校の設置、高等学校の再編・統合、高等学校

規模の適正化を図る。

・特別支援学校について、学校規模の適正化、小・中・高

等学校への特別支援学校の分校・分教室設置等を図る。
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・計画の実施にあたっては、地域や関係団体・保護者等の

理解を得ながら推進する。

（担当部・課：教育庁 総務課）

公立小・中学校施設整備 ・校舎等の新増改築等の施設整備や老朽校舎の改築等によ

事業 る耐震化の促進を図る。

（担当部・課：教育庁 施設課）

県立学校施設整備事業 ・時代に対応した施設の整備、快適で安全な学習環境の充

実を図るために校舎等の新増改築、普通教室への空調等

の整備の推進を図る。

（担当部・課：教育庁 施設課）
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３ 多様化、高度化する社会の変化に対応した教育の推進

２１世紀における知識基盤社会化やグローバル化に対応した多様な人材を育成する

ためには、本県の地理的条件や歴史的経験を生かし、海邦交流拠点を担う広い視野に

立った人材育成に努め、社会・経済発展の原動力である科学技術の振興を担う次代の

児童生徒の科学技術への興味・関心を育み、豊かな感性と創造性の向上を図っていく

ことが必要である。

また、主体的に情報社会に対応できるよう、情報活用能力を育成するともに、学校

における情報通信技術の活用を推進する。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

姉妹校提携校数 校 6 10 学校間交流が促進され、国際理

解教育の推進が図られている。

実用英語技能検定試験 順位 10(中) 1(中) 生徒の英語力が向上し、英語検

合格率全国順位 17(高) 1(高) 定合格率が全国１位を維持してい

る。

授業中にＩＣＴを活用して指 ％ 74.5 100.0 全ての教員が 授業でＩＣＴを活

導できる教員の割合 用することができる。

校務にＩＣＴを活用すること ％ 80.8 100.0 全ての教員が 校務でＩＣＴを活

ができる教員の割合 用することができる。

科学の甲子園全国大会 順位 － 30 上位入賞し、各学校において科

全国順位 学系部活動が活性化している。

沖縄県の大学進学者数に占め ％ 13 20 沖縄県出身の科学者が、沖縄科

る理系大学への進学者数 学技術大学院大学で学び、県特産

物を生かした起業が増加している。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

中学生英語キャンプ参加者数 人 0 180

沖縄県高校生海外雄飛プロジェクト 人 25 25

外国青年招致事業の招致人数（県立学校） 人 49 49

専門高校生国外研修事業の派遣者数 人 24 30

高校生の国外留学生派遣事業の派遣者数 人 68 0

※この事業の派遣者数を下記の事業に移行する

国際性に富む人材育成留学事業の派遣者数 人 0 100

小中高教員海外派遣者数 人 0 6

アメリカ高等教育体験研修の派遣者数 人 0 50

海外サイエンス体験短期研修の派遣者数 人 0 25
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中国教育交流研修の派遣者数 人 0 20

沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラムの派遣者数 人 0 60

英語担当者研修会実施回数 回/年 ６地区 ６地区

１ １

教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数 人 6.4 5.4

電子黒板のある学校の割合 ％ 48.9 75.0

普通教室の校内LAN整備率 ％ 84.1 100.0

教員一人一台の校務用コンピュータ整備率 ％ 85.5 100.0

校務支援システム導入済みの学校の割合 ％ 48.9 75.0

沖縄科学グランプリの実施 回/年 0 1

科学フォーラム・先端科学研究機関等生徒派遣 回/年 0 1

(１) 国際社会に対応した教育の推進

知識基盤社会化が進展する中にあって、グローバルな視点を持つとともに、国

際理解教育の推進を図り、国際性豊かな視野の広い人材の育成及び地球的規模で

考え、より良い環境づくりや環境の保全に地域で行動できる人材の育成が必要で

ある。

事 業 名 内 容

小中高マスターイング ○中学生英語キャンプ

リッシュ推進事業 ・生きた英語に触れ、実践的な英語活動を支援

・１泊２日のキャンプを実施（６地区実施・各30人 計180人）

（担当部・課：教育庁 義務教育課）

○高校英語担当者研修会

・高校の英語教員が研修を深めることにより、お互いの英語教育

の現状や課題を共有化し、英語教育の更なる充実改善を図る

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

沖縄県高校生海外雄飛 ・沖縄県の高校生を25名程度２週間ハワイ州へ派遣

プロジェクト ・ハワイ州高校生25名程度を２週間沖縄県で受入

・相互交流を行う

語学指導を行う外国 ・語学指導を行うため外国青年を招致し、県立学校に配置

青年招致事業 ・高等学校における外国語教育の充実・改善を図る

外国人外国語指導助手 ・県内在住の外国人を非常勤講師として採用

事業 ・英語科、国際英語科、国際観光科等を設置する県立高校におけ

る英語教育及び中国語教育の充実

国際性に富む人材育成 ・県内高校生70名をアジア、アメリカ、欧州諸国へ１年間派遣

留学事業 ・県内大学生等を30名、国外大学の修士課程等へ派遣

グローバル・リーダー ・アメリカ高等教育体験研修

育成海外短期研修事業 ・海外サイエンス体験短期研修

・中国上海教育交流研修

・沖縄県高校生芸術文化国際交流プログラムの実施
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海外における交流拠点 ・海外姉妹校提携を推進

形成事業 ・高校生の短期海外研修

小中高教員海外派遣 ・小中高英語担当教員を海外研修へ派遣し、連携を組織的に取り

事業 組む中核的な教員の養成

実用技能英語検定合格 ・英検合格推進校の県指定モデル校を設置し、英語能力判定テス

推進校拡充事業 トの実施、英語力向上セミナーを開催

小中高大連携事業 ・英語力指標の研修及び検証を目的に英語担当者研修会を実施

県内体験交流推進事業 ・大学院大学やＪＩＣＡ沖縄等との連携を図り、児童生徒・教員

の交流を促進

（以上、担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

(２) 情報社会に対応した教育の推進

将来を担う子どもたちに対し、情報社会に主体的に対応できるための資質の育

成や「確かな学力」の定着を図ることを目的に、情報活用能力の育成及びＩＣＴ

を活用したわかりやすく深まる授業の実現を図るとともに、教育の質の向上と学

校経営の改善に資するよう、校務の情報化を図る。

事 業 名 内 容

教育用コンピュータ ・教育用コンピュータ及びソフトウェアの整備

の整備事業 （担当部・課：教育庁 財務課）

県立学校インターネ ・全県立学校の光ファイバによる超高速インターネットへの接

ット推進事業 続 （担当部・課：教育庁 総務課）

教職員研修（ＩＴ教 ・学校の情報化を推進する教育情報化推進リーダーの養成及び

育研修）事業 校内研修の充実に資する研修の実施

・教科指導でのＩＣＴ活用推進、校務の情報化に係る研修の実

施

・情報モラル教育の充実に資する研修の実施

・情報セキュリティに関する研修の実施

・学校の情報化を推進するための管理者向け研修の実施

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

教員用パソコン一人 ・校務の情報化の推進及び情報セキュリティ確保のため教員用

一台の整備 パソコンについて一人一台の整備を行う

（担当部・課：教育庁 総務課）

教育情報ネットワー ・ＩＴ教育センターで運用する県立学校の安心・安全なネット

ク拠点整備事業 ワーク環境の維持に向け、設備の更新等を図る

・離島・へき地地区の児童生徒の学習を支援し、学力の向上と

情報活用能力の育成を促進する

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課、義務教育課）

校務支援システムの ・小・中・高校(全日制)、高校（定時制･通信制）、特別支援学

整備事業 校の各学校向けの校務支援システムの充実・整備

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課、義務教育課）
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(３) 科学技術の進展に対応した教育の推進

本県の経済的発展を支える科学技術の土台である理数教育の充実を図り、将来

有為な研究者・技術者となる科学技術系人材の育成を推進する。

事 業 名 内 容

沖縄科学技術向上 ・沖縄科学グランプリ（科学の甲子園全国大会県予選）を実施

事業 し、参加者を対象に科学フォーラムや先端科学研究機関等へ

生徒を派遣することで、科学的探究能力を高め、理系人材の

育成を図る。

（担当部・課：教育庁 県立学校教育課）

小・中理科教育いき ・理科教育充実のための拠点校を各地区に小・中学校それぞれ

いきわくわく活性化 １校指定し、理科教育に関する情報の発信及び研修の拠点に

事業 位置付け、理科教育担当教員の指導力の向上を図る。

・科学技術関連企業・機関・県立総合教育センターとの連携に

より、理科授業への特別講師の派遣を行い、児童生徒がより

科学技術関連の最先端の情報に触れる機会をつくるとともに、

理科学習への興味関心を高める。

・理科が得意な外部人材を理科支援員として、小・中学校に配

置し、実験観察活動の支援を行い、理科授業の活性化・充実

に資する。

（担当部・課：教育庁 義務教育課）
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４ 地域を大切にし、誇りに思う健全な青少年の育成

青少年の健全育成については、「地域の子は地域で守り育てる」ことを基本姿勢と

し、学校・家庭・地域社会が互いに支え合い、連帯感の醸成を図る必要がある。また、

現代の子どもたちが、他者、社会、自然環境との関わりを体験することにより、生き

る知恵と社会性を身に付けられるよう、人格の形成をサポートしていく必要がある。

加えて、子どもの拠り所となる居場所づくりが必要である。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

県及び市町村の体験活動事業参 人 189,529 205,000 児童・生徒数は減少傾

加者数 向となるものの、取組の

強化により参加者は増加

している。

学校支援ボランティア活動を導 ％ 97.8 98.5 特別な場合を除き、県

入している学校数（小・中・高 内全小・中・高等学校で

等学校） 支援ボランティアが導入

されている。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

御万人すりてぃＣＧＧ運動の支援 人 177,358 200,000

学校支援のための地域ボランティア参加人数 人 138,000 200,000

放課後子ども教室に参加した大人の延べ数 人 76,000 85,000

(１) 健やかな青少年を育む地域活動・体験活動の充実

健やかな青少年を育成するため、学校・家庭・地域社会が連携を図りながら、

社会奉仕体験活動や自然体験活動の充実を図り、青少年の自己の確立と社会の一

員としての成長を支援する施策を展開する。

事 業 名 内 容

次代を担う青少年育成推 ・世界遺産の体験学習とシンポジウム（ワークショツプ）

進事業 の開催

・国際文化交流会とワークショップの開催

・ＥＳＤ注３研修会の実施

御万人すりてぃクリーン ・市町村の各地域で、社会教育関係団体、学校教育関係機

・グリーン・グレイシャ 関・団体等が中心となり、すべての地域住民が参加する

ス（ＣＧＧ）運動 「クリーン活動」や「御万人のふれあい活動」の展開
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「おきなわ地域教育の日」 ・地域主体で「地域の子は地域で守り育てる」気運の醸成を

の広報・啓発 図るため、毎月第３土曜日を「おきなわ地域教育の日」に

設定

・各地域で、この日を活用して子どもたちとの信頼関係を築

きながら地域の居場所づくりや地域の教育力向上を目指し、

青少年の健全育成に資する広報・啓発の実施

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）

(２) ユイマールの心でつなぐ学校・家庭・地域社会の相互の連携及び協力

健やかな青少年を育成するため、学校と家庭の連携をはじめ、地域住民やＰＴ

Ａ等の関係機関・団体、企業、民間教育事業者、諸団体等地域社会に幅広く連携

の輪を広げ、社会環境の浄化や非行防止に努めるとともに、ユイマール精神を生

かした地域の教育力の活性化に努める。

また、学校教育と社会教育が重なるところに、新しい活動の機会と場をつくり、

学校と地域社会がその成果を共有する学社融合の取組を推進する。

事 業 名 内 容

放課後子ども教室推進事 ・各市町村において、子どもたちの安全・安心な活動拠点

業（子どもの居場所づく を設け、地域の参画を得て、様々な体験活動を実施

り推進事業）

学校支援地域本部事業 ・地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するこ

とにより、教員の子どもと向き合う時間の増加、住民等

の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化

を図る

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）

注３ ESD（エデュケーション フォー サステイナブル デベロップメント）持続可能な社会づくりの

担い手を育む教育



- 71 -

５ 家庭・地域の教育機能の充実

県民の生涯学習に対するニーズが多様化・高度化する中において、社会教育はその

推進の重要な役割を担う。県民の生き生きした社会教育活動を支援し、時代のニーズ

に即した学習活動に対応するため、社会教育基盤の整備を推進するとともに、社会教

育活動の充実を図る。

また、家庭は子どもたちが健やかに成長し、豊かな人間性を育む原点であるという

認識のもと、家庭教育支援の充実に努める。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

子どもの読書活動推進計画の 市町 16 37 学校図書館と公立図書館の連携

策定 村 により、全市町村で推進計画が策

定され、子どもの読書活動への関

心が一層高まっている。

社会教育指導者研修会への参 人 150 180 地域で社会教育を推進する人材

加者数 が増え、研修会への積極的参加が

なされている。

人権教育指導者研修会への参 人 250 300 学校や社会教育関係団体等にお

加者数 ける人権教育指導者の資質向上が

図られ、人権社会が実現している。

家庭教育支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの地 市町 0 10 核家族化や地域で相談する相手

域設置率 村 がいないなど、家庭教育や子育て

に悩む保護者を、地域全体で支援

する体制づくりが進んでいる。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

子どもの読書活動推進フォーラムへの参加者数 人 450 550

青少年教育施設職員等の研修会参加者数 人 30 35

視聴覚教材の保有数 本 1,797 1,872

沖縄県公民館研究大会への参加者数 人 500 700

家庭教育カウンセリング研修会への参加市町村数 市町村 13 20

家庭教育支援講演会の参加者数 人 1,100 1,500

親子電話相談件数 件 2,200 2,000

(１) 生き生きした活動を支える社会教育基盤の整備・充実

県民の生き生きとした学習活動と時代の変化に応じた学習ニーズに対応するた

め、地域における学習や活動の拠点である社会教育施設等の整備及び学習活動に
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対する支援体制を充実させるとともに、社会教育指導者の養成、資質の向上を図

る。

事 業 名 内 容

県立図書館の充実事業 ・多様化する地域の課題や県民のニーズへの対応

・各市町村の支援を含めた図書館サービスの充実

子どもの読書活動推進 ・読書活動推進フォーラム、各市町村の読書推進計画の推

事業 進

・第二次沖縄県子ども読書活動推進計画の見直しと次期計

画の策定準備（H24～H25）

・子どもの読書活動推進担当者会議の開催（年４回）

離島読書活動支援事業 ・離島・へき地における移動図書館や団体貸出

・住民のニーズに応えた図書館サービスの充実

青少年教育施設職員等の ・青少年教育施設の管理・運営の充実

研修 ・県内６青少年の家の連携と職員の資質向上

・利用者のニーズに応じた活動のプログラム開発

社会教育指導者等研修 ・地域における社会教育の推進に関わる人材の育成

事業 ・社会教育指導者等の資質向上を目的とした研修会の実施

視聴覚ライブラリー整備 ・視聴覚機材・教材の整備・貸出

充実事業 ・視聴覚教育に関する相談への対応

・視聴覚教育関係者の資質向上研修会等の実施

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）

(２) 時代のニーズに応える社会教育活動の充実

「社会の要請」を踏まえ、社会の変化に対応できる自立した個人や地域コミュ

ニティを形成することを目的とし、社会教育指導者の資質向上のための研修会を

開催し、社会教育活動の充実を図る。

事 業 名 内 容

沖縄県社会教育研究大会 ・時代の変化に対応した地域社会の創造を目指した研究大

等の開催 会の実施

・各地域の現状や取組の成果に関する情報の共有化

公民館研究大会等の開催 ・公民館研究大会を実施し、公民館の進むべき方向性や直

面する諸問題の解決に向けた研究協議の実施

・講演会、分科会による公民館活動の充実・発展

人権教育促進事業 ・人権が保障される社会の実現を目指し、各種団体の指導

者等への研修会の実施

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）
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(3) 心の触れあいのある家庭教育機能の充実

家庭の教育力低下が指摘されており、地域社会で支援していく必要がある。そ

のため、家庭教育を地域で支援し、地域社会の教育力向上を図るための支援体制

づくりを推進する。

事 業 名 内 容

家庭教育カウンセリング ・家庭教育支援コーディネーター等の専門的知識や技能習

研修 得のための研修会を実施する。

・受講者が家庭教育支援に関わる地域づくりを推進する。

家庭教育支援事業 ・地域の大人が関わり、保護者の不安や子どもの悩みを軽

減していく。

・保護者、子ども、地域の人たちが、共に学び合い成長し

ていく地域づくりを目指す。

親子電話相談事業 ・子育てに悩む保護者、学校や友人関係で悩む子どもを、

電話相談で支援する。

・相談体制の充実で、家庭教育に関する課題解決を目指す。

（以上、担当部・課：教育庁 生涯学習振興課）
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６ 豊かな感性を育む文化の継承と発展

沖縄には世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」や無形文化遺産「組踊」な

ど有形・無形の特色ある豊かな文化が継承されている。こうした文化が児童生徒をは

じめ次世代の県民に継承され、発展していくよう努めることが大切である。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

指定文化財の件数（累計） 件 1,343 1,400 指定文化財の件数を増やすこと

により、文化財の保護に関する活

動の充実や保護思想の普及を図り、

さらには学習機会が増加している。

史跡等の活用人数 人 3,038,851 3,050,000 史跡等の整備件数を増やすこと

により、貴重な史跡等を見たり、

触れたりする機会が増加している。

史料編集事業刊行物（累計） 冊 173 202 沖縄県の歴史文化の源を確認す

ることができ、歴史教育における

学習機会が増加している。

文化庁等提供事業芸術鑑賞 人 19,000 19,500 芸術鑑賞の機会を提供すること

児童生徒数 により、文化芸術への意識を高め、

文化の創造に寄与している。

県立博物館・美術館の入館 人 452,502 500,000 企画展や文化講座等の充実によ

者数（文化振興課） り入館者数が増加し、本県の特色

ある文化資源に対する県民の理解

が深まっている。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

県及び市町村の文化財保護審議会の開催回数 回 62 72

史跡等の整備件数 件 15 20

無形文化財伝承者養成・技術錬磨事業参加者数 人 991 1,000

史料編集事業委員会等の開催数（累計） 回 403 500

文化庁等提供事業芸術鑑賞公演件数 件 108 114

県立博物館･美術館における常設展・企画展・特別展の開催 回 15 15

件数（文化振興課）

(１) 文化財の保護と活用

県内各地に所在する有形・無形・民俗・記念物等の文化財の調査・指定・保存

整備を推進し、世界遺産「琉球王国のグスク及び関連遺産群」や無形文化遺産「組
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踊」等をはじめとした貴重な文化遺産を保存・継承するとともに、その有効活用

を図る。

また、沖縄県の歴史・文化を理解するための拠り所となる、「歴代宝案」及び「新

沖縄県史」の編集・刊行を行う。

事 業 名 内 容

史跡等保存整備活用等の ・国・県指定の史跡・名勝の保存修理や整備、活用等の実

推進 施

・史跡指定地内の公有化を図り、適切な保護・管理の実施

・歴史の道の整備等の促進

有形、無形、民俗文化財、 ・県内に所在する各文化財の調査、指定の推進

天然記念物等の指定・保 ・国指定、県指定文化財等の適切な保存・管理及び整備

存・活用事業 ・文化財に関する情報提供や公開活用及び伝承者養成事業

の実施

戦災文化財の復元整備 ・円覚寺跡の保存修理の実施

（石積み、伽藍等の保存修理、三門等の復元）

基地内文化財の調査 ・ＳＡＣＯ(沖縄に関する特別行動委員会)で返還が合意さ

れた米軍基地等に所在する埋蔵文化財の試掘調査及び範

囲確認調査等の実施

県立埋蔵文化財センター ・埋蔵文化財の適切な保存活用及び県民の埋蔵文化財保護

の体制の充実と事業の推 に対する意識の高揚

進 ・諸開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査の実施と適切な保護

を図るための体制の充実

在外文化財の調査 ・国外や県外に所在する沖縄関連文化財の所在や保存状況、

価値などの調査の実施、基礎資料作成

・文化財としての価値や現状のデータ収集による沖縄の美

術工芸の体系化

・中国、台湾、韓国ならびに県外での沖縄関連文化財調査

の推進

文化財保護思想普及事業 ・文化財保護週間及び保護思想の周知

・文化財図画作品募集事業の実施

・文化財情報収集・提供事業の実施

「歴代宝案」及び「新沖 ・沖縄と東南アジア、中国との外交の歴史を示す第一級史

縄県史」の編集・刊行 料である歴代宝案の編集・刊行

・自然史を含む先史から現代までの「沖縄県の正史」とし

ての沖縄県史の編集・刊行

（以上、担当部・課：教育庁 文化財課）
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(2) 文化施設の活用と文化芸術活動の推進

埋蔵文化財センターを活用し、埋蔵文化財保護思想の普及啓発を図る。

組踊の県外普及公演や児童生徒の組踊鑑賞会等を推進するとともに、国立劇場

おきなわの活用を通して沖縄伝統芸能の保存振興を図る。

また、沖縄の自然や歴史、文化、美術等の発信拠点として県立博物館・美術館

の積極的な利活用を促進する。

さらに、学校における文化芸術活動への指導者派遣及び学校文化団体への支援

を行うなど、文化芸術の充実・発展に努める。

事 業 名 内 容

県立埋蔵文化財センター ・文化講座、体験学習等の普及及び啓発の推進及び出土品

の活用 の保管や活用等の充実

組踊等沖縄伝統芸能普及 ・組踊の普及啓発事業の推進

啓発事業 ・「国立劇場おきなわ」を活用した沖縄伝統芸能の保存振興

①組踊特別鑑賞会(県外普及公演)

②児童生徒の組踊鑑賞会

芸術鑑賞提供事業 ・文化庁提供事業による公演の実施

（合唱、演劇、バレエ、伝統芸能等）

・沖縄県子ども青少年芸術劇場の実施

・沖縄県青少年劇場小公演の実施

学校における文化活動の ・県高等学校文化連盟、県中学校文化連盟の支援

育成事業 ・各文化祭等への生徒派遣及び大会運営の支援

沖縄県高校生国際文化 ・諸外国の高校生との相互文化交流

交流事業

（以上、担当部・課：教育庁 文化財課）

博物館･美術館運営事業 ・県立博物館･美術館において資料収集、資料保存管理、県

主催展示会の開催、調査研究等を実施

博物館･美術館指定管理事 ・県立博物館･美術館の管理運営及び企画展示等について、

業 県民サービスの観点から指定管理者が実施

空手道会館（仮称）整備 ・沖縄伝統空手を独自の文化遺産として保存・継承・発展

調査事業 させるための拠点づくりとして空手道会館の整備に取り

組む

（以上、担当部・課：文化観光スポーツ部 文化振興課）
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７ 新しい時代を展望した教育行政の充実

国で策定された「教育振興基本計画」や様々な教育改革を踏まえ、また本県が策定

する各種施策との整合性を図りながら「沖縄県教育振興基本計画」等の施策や計画を

推進し、教育行政の充実に努める。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

沖縄県教育振興基本計画の事 ％ － 100 計画が確実に実施され、教育目

業の実施 標が達成されている。

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

教育委員と地域住民等との意見交換会の開催数 回 10 15

沖縄県教育振興基本計画の事業の目標値が達成され ％ － 100

ている

(１) 教育施策推進体制の充実

本県が自立的発展をめざし、教育目標である「創造性・国際性に富む人材の育

成と生涯学習の振興」の実現を図るために、教育課題を明確にし、時代の進展に

対応できる諸施策を推進する。

事 業 名 内 容

沖縄県教育振興基本計画 ・沖縄県教育振興基本計画に基づく諸施策（事業）を推進

の推進 する

（担当部・課：教育庁 総務課）

(2) 教育委員会の充実

教育委員会制度の目的と精神を踏まえ、教育行政の充実を図るとともに、地域

や時代のニーズに対応した教育行政を推進する。

事 業 名 内 容

市町村教育委員会教育委 ・教育行政の当面する課題等について理解を深め、文教施

員・教育長研修会の開催 策を推進

教育委員と地域住民等と ・教育委員と地域住民、市町村教育委員、学校教職員との

の意見交換会の実施 意見交換会を実施

沖縄県教育委員会行政改 ・行政改革に関する事項を調査検討し、教育委員会におけ

革推進会議の開催 る行政改革を推進

（以上、担当部・課：教育庁 総務課）



- 78 -

(３) 教職員等の労働環境の改善・充実

教職員等がその能力を十分に発揮し、安心・安定して業務に専念できる環境を

確保するため、教職員等の健康の保持増進と職場環境の改善を図る。

また、離島等の教職員住宅についても、居住性の改善を図る。

事 業 名 内 容

教職員等生涯生活設計推 ・生涯生活設計づくりの支援

進計画の実施 （生涯生活設計セミナー開催）

・健康の保持増進

（人間ドック・メンタルヘルス事業の推進）

・自由時間の活用（レクリエーション･文化活動）

・暮らしの安定（財形貯蓄・介護講座）

教職員住宅の整備 ・教職員住宅の管理運営・維持補修の強化

・老朽化した教職員住宅の住環境の改善

・住居性が極端に悪い教職員住宅の廃止

・北部地区住宅の統廃合

労働安全衛生管理体制の ・労働安全衛生法に基づく産業医と衛生管理者の選任

整備 ・職場における安全衛生管理体制の整備

・教職員の安全と健康の確保

・快適な職場環境の形成の促進

（以上、担当部・課：教育庁 福利課）
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８ 健康な体をつくり県民が輝くスポーツの振興

県民が生涯にわたり主体的にスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会を実

現することが重要である。

さらに、本県選手が全国大会や国際大会等で活躍する姿は県民に夢と希望を与え、

社会全体の活力となるとともに、青少年の健全育成に大きく寄与するものである。

本県スポーツの振興を図る上で、誰でも気軽に利用できる場としての社会体育施設

の整備･充実を図る必要がある。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28）

成人の週１回以上のスポーツ ％ － 55 65

実施率

国民体育大会男女総合順位 順位 45 37 安定的に30位台を確保する

年間利用者数の増加 万人 86 90 100

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

総合型地域スポーツクラブ クラブ 33 100

スポ－ツ･レクリエーション祭の開催種目数 種目 40 42

スポ－ツ･レクリエーション祭参加者数 人 10,414 12,000

国民体育大会派遣人数 人 340 370

施設数の増加 施設 8 10

自主事業数の増加 教室 9 12

(１) 県民一人一人が輝く生涯スポーツの推進

地域住民が主体的に取り組むスポーツ活動を推進することにより、スポーツを

気軽に親しむことのできる環境を整備・拡充し、スポーツ人口の拡大を図る必要

がある。

事 業 名 内 容

スポーツ・レクリエーシ ・県民一人一人が自分自身にあったスポーツ･レクリエーシ

ョンイベントの開催 ョン活動を日常生活に定着させる

（開催種目数：４４種目）

生涯スポーツ社会づくり ・県民の多様化･高度化するスポーツニーズに応じたスポー

の推進 ツ指導者の資質向上

・指導者の養成･確保、活用に至るまでの一貫した指導体制
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や派遣システムの構築

生涯スポーツ団体の育成 ・スポーツ推進委員相互の連携及び資質の向上

強化 （沖縄県スポーツ推進委員協議会、沖縄県レクリエーシ

ョン協会等）

（以上、担当部・課：文化観光スポーツ部 スポーツ振興課）

(２) 県民に夢と希望を与える競技スポーツの推進

国民体育大会をはじめとする全国大会や国際競技大会において活躍できる本県

トップアスリートの育成・強化を積極的に推進し、県民に夢と希望を与えること

のできる競技スポーツの振興を目指す。

事 業 名 内 容

競技力向上対策事業 ・沖縄県体育協会と連携し、各競技団体の充実・強化を図

るとともに、全国及び国際的に活躍できるトップアスリ

ートを組織的・計画的に育成し、競技力向上を図る

国民体育大会九州ブロッ ・平成24年度国民体育大会第32回九州ブロック大会及び平

ク大会開催事業 成32年度国民体育大会第40回九州ブロック大会の円滑な

開催・運営

（以上、担当部・課：文化観光スポーツ部 スポーツ振興課）

(３) 社会体育施設の整備・充実

社会体育施設は多くの県民の健康と体力の保持増進に貢献している。また、各

種スポーツイベントを誘致・開催することは、スポーツ振興にも直結するもので

あり、全国規模の大会や県民参加型のイベントも開催できる社会体育施設を整備

することが必要である。

事 業 名 内 容

体育施設整備事業 ・県が所有する社会体育施設の備品・設備等の整備

・沖縄県総合運動公園内にある自転車競技場に係る管理運

営

社会体育施設管理運営事 ・奥武山総合運動場に係る管理運営。管理は指定管理者が

業 行う。管理施設は、奥武山公園内にある施設、南城市に

あるライフル射撃場、糸満球技場がある

ボート管理運営事業 ・県が所有する漕艇庫に係る管理運営、またそれら施設に

係る整備

国民体育大会九州ブロッ ・平成32年度国民体育大会第40回九州ブロック大会開催に

ク大会開催事業 向けた施設整備

（以上、担当部・課：文化観光スポーツ部 スポーツ振興課）
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９ 私立学校教育の振興

学校教育における私立学校の果たす役割の重要性を踏まえ、学校経営の健全化と教

育環境及び教育内容等の充実を促すため、私学助成その他の支援を行い、私立学校教

育の振興を図る。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28）

私立学校への就学率 ％ 4.4 4.6 私立学校は、整備された教育環

境のもと、特色ある教育を実践し

ており、県の人材育成に大きく貢

献している。（目標値：4.8%）

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

私立高校を経済的理由により退学した者の数 人 4 0

特色ある教育活動の実施事業のべ件数 件 72 129

預かり保育実施園の割合 ％ 97.1 100

私立学校施設の耐震化率 ％ 61.7 72.6

(１) 私学助成その他の支援

私立学校における教育条件の維持・向上と保護者負担の軽減を図るため、運営

費等の助成を行う。

また、私立学校が行う特色ある教育活動や子育て支援事業、特別支援教育等に

係る経費を助成し、社会のニーズを踏まえた教育の提供を促進する。

さらに、安全で快適な学習環境を確保するため、私立学校の老朽化施設の改築

事業に対する助成を行い、教育基盤の整備を図る。

併せて、授業料軽減事業への助成等を行い、就学機会の確保及び就学上の負担

軽減に努める。

事 業 名 内 容

私立学校等教育振興事業 ・私立学校（幼稚園・小学校・中学校・高等学校）の運営

費に対する助成

・日本私立学校振興・共済事業団の行う私立学校等教職員

の共済事業掛金に対する助成

・私立学校等教職員の退職金掛金に対する助成

・大学入学資格を付与される専修学校の高等課程の運営費

に対する助成

・私立学校が行う特色ある教育に対する助成
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・私立幼稚園が行う預かり保育等、子育て支援事業に対す

る助成

・私立幼稚園が行う特別支援教育に対する助成

・私立高等学校が行う授業料軽減措置に対する助成

・通信制高校に通学する勤労青少年への教科書等給与経費

に対する助成

私立学校施設整備支援事 ・私立学校の老朽化施設の改築に対する助成

業

（以上、担当部・課：総務部 総務私学課）
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10 社会の信頼に応える学士課程教育の推進（県立大学）

県立看護大学において、豊かな人間性と高い専門性をもった看護職を育成する学士

課程として、人間としての成長を助け、専門職としての能力を生涯にわたって培って

いける能力を獲得するよう学士課程教育の充実を図る。

県立芸術大学において、学士課程教育は、組織体制と学生相互の信頼に基づいた、

芸術的修練の「場」と時間の共有によって実現する。沖縄固有の風土によって培われ

た個性的な芸術文化の継承と創造の問題意識を抱え、急激な社会情勢の変化の中、そ

の研究実績を広く県民に公表し、本県の芸術文化の教育拠点としての責務に応える必

要がある。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

卒業者数 人 78 77～78 入学定員のうち、2～3人を除き、

卒業生を送り出せる。

標準年数卒業率 ％ 89.7 現状以上 成績不振による留年が減少し、

休学や留年、退学の学生の比率が

現状を上回らない。

国家資格取得状況 人 受験者全員が合格する。

看護師 78 77～78

保健師 76 77～78

助産師 9 10

教育・研究職者数（大学・短 人 8 50 卒業後３年を経た卒業生の約７

大・専修学校，研究所） ％が教育研究職に従事している。

（以上、県立看護大学）

卒業者数 人 110 105 入学定員確保

教職資格取得者数 人 49 60 希望する学生の資格取得

学芸員資格取得者数 人 22 25 希望する学生の資格取得

（以上、県立芸術大学）

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

大学説明会・オープンキャンパスの開催数 回 １ 3

大学説明会・オープンキャンパス のべ参加者数 人 268 500

教育研究に関するＦＤ
注１

研修会等の開催数 回 1 5

教育研究に関するＦＤ研修会等のべ参加者数 人 34 100

（以上、県立看護大学）

オープンキャンパス参加者数 人 198 250

卒業修了制作作品展観覧者数 人 1,421 1,700

卒業演奏会入場者数 人 280 300

（以上、県立芸術大学）
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(１) 教育内容の充実

県立看護大学においては、学生に対して質の高い教育を行い、地域社会に貢献

し、国内はもとより国際的に活躍できる優れた人材を育成する。また、生涯学習

能力と応用力を有した学士を育成する。

県立芸術大学においては、学士課程教育は人間形成に不可欠な物事を深く捉え

る「心の眼」の豊かさを育み、多彩な身体表現を通じて、共感する力を含めた幅

の広いコミュニケーション能力を養う必要から、教養と専門の教育内容の向上及

び教育研究の充実を図る。キャリア教育の充実やアートマネージメントの科目創

設を早急に実施し、卒業後も自らの活動領域を広げ、表現力・芸術力を持った社

会人を育成する。

事 業 名 内 容

入学方針に沿った入学生 ・入試・大学説明会を開催し、入学方針に沿った入学生を

の安定的な確保 確保する。

・児童・生徒を対象とした大学紹介活動を行い、看護学及

び看護大学への関心を育てる。

・入学・卒業後の学生の状況を分析して入学選抜方法を評

価し、入学方針に沿った入学生を得るための入学選抜方

法を開発する。

教育方法の開発 ・主体的学習を促すための教育方法を開発する。

・４年間を通してキャリア教育を全学的に行う。

・段階的に看護実践能力を獲得するよう授業科目間の連携

を図る。

学習環境の整備 ・図書館、学習室、教材等を充実する。

・実習環境を整備する。

・シラバスの充実と活用を促進し、計画的自主的な学習を

可能にする。

厳正な成績評価の実施 ・厳正な成績評価を行うための授業の到達目標と評価基準

を明確にする。

・ＦＤを通して教育評価についての理解を深める。

・学生の不服申し立てに対するシステムを運用し評価する。

教職員の協働連携 ・大学の教育理念、教育目標の共通理解の下で、関連授業

科目を展開するよう新学期ガイダンスや教員連絡会議等

を持つ。

・オムニバス科目や小グループ担当科目の担当教員会議を

持ち、共通認識を図る。

学生支援の充実 ・学生の生活指導及び福利厚生を充実する。

・学生の主体性を育てる学習支援の仕組みを確立する。

・学生の主体的な課外活動を支援する。
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・学生の進路選択を支援する。

・離島実習を支援する。

・学生生活状況を継続的に把握し、学生指導に生かす。

（以上、県立看護大学）

学士課程教育の充実 ・初年次基礎教育と専門基礎教育が関連した授業を実施す

る。

・ＦＤ、ＳＤ注２活動の組織的取組を推進し、教育の質の向

上を図る。

・シラバスを検証し、教育目標と成果の効果的な指導環境

を整備する。

教養科目の見直しと新設 ・キャリア教育の充実、アートマネジメント科目創設等、

科目の充実 時代のニーズにあった教養科目を開設する。

芸術系大学における人材 ・学生の展覧会・演奏会での活躍、卒業生の動向等、組織

育成の社会的指標の検討 的情報収集及び広報の充実を図る。

・芸術文化の振興に関する貢献事例を収集・検討する。

（以上、県立芸術大学）

(2) 教育実施体制の充実

県立看護大学においては、学士課程で身に付ける学習成果の達成を目指し、大

学教育の質の向上・保証を推進するために、教員の資質向上、多元的な大学評価

の確立や適正な教職員の配置など教育実施体制の充実を図る。

県立芸術大学においては、学士課程教育の質の向上は、教員の教育指導能力、

研究能力、教育環境の整備等の複合力によって反映され、教員相互の協力した組

織体制によってより実質的な効果が発揮できる。充実した指導体制を確保し、社

会ニーズに適したカリキュラムの下、その成果を社会に還元する。

事 業 名 内 容

教育の質を高めるための ・教育研究能力を高めるためのＦＤを継続的に実施する。

教員等の資質向上 ・教員と実践現場職員との人事交流の仕組みを構築する。

・教育補助者の指導能力を高めるための研修や機会教育を

行う。

・国内外の教育研究者との学術交流を促進する。

教育実施体制の充実 ・教育目標を設定し、質の高い教育を実施するための適正

な教員配置に努める。

・臨地実習施設との協働による組織的な実習指導体制を確

立し、機能させる。

教育の質改善のためのシ ・外部評価委員会の助言を教育の質の改善に生かす。

ステムの充実 ・教員活動評価を教育改善や教員活動の活性化に生かす。

・学生による授業評価方法の見直しと教育改善に生かす仕

組みを構築する。
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・教育活動や学生の学習成果を評価する仕組みを構築する。

（以上、県立看護大学）

教育実施体制の充実 ・学科再編及び適正な人事配置を含めた教員組織を検討す

る。

地域貢献・産官学連携事 ・地域と連携した教育事業、商品開発等を推進する。

業の充実 ・企業と連携した授業内容の活性化を図る。

（以上、県立芸術大学）

注１ ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）教員が授業内容・方法を改善し、教育力を向上さ

せるための組織的な取組

注２ ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）事務職員や技術職員等を対象に、資質を向上させるた

めの組織的な取組
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11 大学院教育の強化（県立大学）

県立看護大学としては、時代の動向や要請に的確に応えるとともに、国際的に通用

する高度で専門的な知識・能力を備えた、看護実践、看護教育、看護管理、看護研究

において卓越した人材を養成するため、大学院教育の内容の充実を図る。さらに高度

な学術研究を基盤とした教育を展開し、創造性豊かな優れた研究・開発能力と高度な

専門的知識・能力を持つ人材を養成するため、教育体制の充実を図る。

県立芸術大学としては、芸術文化に対する深い理解と感性を持つ人材を育成するた

めに、専門領域の教育の強化とともに、基礎的素養を涵養する教育の充実を推進し、

さらに国際交流の推進を通して、芸術的創造及び芸術研究の分野で世界的に活躍しう

る高度に専門的な人材を育成する。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

博士前期課程修了者数 人 6 6 社会人修了者の場合は長期履修

学生制度の活用などを利用させる

など学生の背景によって臨機応変

な学習スタイルを取りながら学位

に見合う修了生が輩出できる。

博士後期課程修了者数 人 2 2 長期履修学生制度がないため、

社会人入学生の背景を考慮しなが

ら、適切な在学期間で修了生を輩

出できる。

博士前期課程定員充足率 ％ 113 100 定員充足率が100％を下回らない｡

博士後期課程定員充足率 ％ 100 100 定員充足率が100％を下回らない｡

博士前期課程学位授与率 ％ 75 100 社会人以外の学生に関しては、

(うち、標準修業年限内) ％ (75) (100) 修業年限内の学位授与率を確保す

ることができる。

博士後期課程学位授与率 人 67 100 社会人以外の学生に関しては、

(うち、標準修業年限内) (33) 100 修業年限内の学位授与率を確保す

ることができる。

（以上、県立看護大学）

修士課程修了者数 人 32 35 修士課程修了者が増加する｡

博士課程修了者数 人 4 5 博士課程修了者が増加する｡

姉妹校締結校数 校 7 13 締結校の拡大により、国際交流

を促進する。

（以上、県立芸術大学）
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活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

大学院募集説明会の開催数(学内) 回 2 2

大学院募集説明会の開催数(学外)(離島・過疎地域含 回 3 3

む｡)

大学院教員ＦＤ研修会の開催数 回 2 2

学位授与論文公開発表会の開催数 回 1 1

学位授与論文審査結果と要旨の公表開催数(ＨＰ含 回 1 1

む｡)

在学生に対する学習支援に関する意見交換会とアン 回 2 2

ケート調査の回数(前学期1回、後学期1回)

複数指導体制による検討会の開催数(計画書と結果の 回 2 2

内容）

（以上、県立看護大学）

外国人留学生受入数 人 10 13

留学生派遣人数 人 1 3

単位互換校数 校 0 5

（以上、県立芸術大学）

(１) 教育内容の充実

県立看護大学においては、時代の動向や要請に的確に応えるとともに、国際的

に通用する高度で専門的な知識・能力を備えた人材を養成するため、大学院教育

の内容の充実を図る。

県立芸術大学においては、芸術文化に対する深い理解と感性をもつ人材を育成

するために、専門領域の教育の強化とともに、基礎的素養を涵養する教育の充実

を推進し、さらに、国際交流の推進を通して、芸術創造及び芸術研究の分野で世

界的に活躍しうる高度に専門的な人材を育成するため、大学院教育内容の充実を

図る。

事 業 名 内 容

入学者の受入れの充実 ・豊かな看護経験を有し、将来、看護並びに保健・医療・

福祉等の領域において指導者として活躍できる人材を受

け入れる。

・入学応募者の増加を図るために、入学準備教育指導体制

の導入と受験資格を与えるための学力認定試験の方法を

検討する。

教育内容の充実 ・博士前期課程においては、高度な看護実践能力を習得し

た専門看護師の養成や高度な看護実践能力の向上のため
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の各種教育プログラムの開発を目指す。

・博士後期課程においては、研究課題を追究できる高度な

研究能力の育成のため、国内外の学術学会への参加、研

究者との交流を強化し、専門的な研究能力の向上を目指

す。

・学生間のピュアレビューや複数指導体制による多角的な

視点で学生の研究能力の向上を図る。

・学生の能力向上のためのコースワークの充実を図る。

厳正な成績評価 ・科目の成績評価及び学位授与を公正な基準の下で実施し、

適切な修業年限での学位授与率を向上する。

・教育目標に応じた客観的で公正な審査体制を充実する。

学生支援の充実 ・有職学生及び遠隔居住学生の支援体制を充実する。

・適切なＲＡ
注４

、ＴＡ
注５

の活用、活性化を推進する。

・学期末毎に学生の進捗状況や満足度などの意見を集約し、

学習支援体制の改善に向けた取組を行う。

（以上、県立看護大学）

修士課程教育の充実 ・専門分野の教育と、基礎となる素養を涵養する教育とを

体系的に配置したカリキュラムを新たに構築する。

・研究計画書に基づいた教育の推進と成果の事後検証に取

り組む。

博士課程教育の充実 ・実技系の高度な指導者を育成する芸術表現研究領域を開

設する。

国際交流の推進 ・姉妹校をアジア、欧米各地に広げ、協定締結校の拡大を

図る。

・学生･教員の国際交流を促進する。

（以上、県立芸術大学）

(2) 教育実施体制の充実

県立看護大学においては、高度な学術研究を基盤とした教育を展開し、創造性

豊かな優れた研究・開発能力と高度な専門的知識・能力を持つ人材を養成するた

め、教育指導体制の充実を図る。

県立芸術大学においては、大学院教育において高度に専門的な教育を推進する

ため、最先端の教育が可能な教育実施体制の充実を図る。

事 業 名 内 容

教育実施体制の整備 ・複数指導体制の充実を図り、学位授与率100％を目指す。

・学外からの教育・研究領域に卓越した教育者を確保する。

教育環境の整備 ・学術雑誌、図書を充実する。

・遠隔教育システムの質の改善、電子図書館機能の活性化

及び情報アクセス環境の充実を図る。
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・長期履修制度の活用など社会人学生が学びやすい教育環

境、体制を構築する。

教育の質の改善のため の ・内外の大学等におけるＦＤ研修への参加を推進する。

システム整備 ・研究指導能力の向上と指導方法の改善を目指した学生の

評価を取り入れる評価システムの整備を図る。

（以上、県立看護大学）

教育実施体制の整備 ・各専攻における入学定員の見直しを行う。

・共同交流授業の開発推進

・単位互換等、共同活動の推進

（以上、県立芸術大学）

注４ ＲＡ（リサーチアシスタント）大学院の学生が、研究プロジェクト等の研究補助業務を行う

注５ ＴＡ（テーチングアシスタント）大学院の学生が授業等の補助を行う
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12 大学の教育研究の推進と基盤の強化（県立大学）

県立看護大学は、離島や過疎地域における健康問題や看護実践上の課題に取り組む

看護学の新たな分野を開拓する。この役割を担うセンター機能を有する大学として、

実践現場の看護職者や学内外の研究者との学際的な共同研究を推進する。このため、

教員は自律的に教育研究能力を開発し、大学は教員の能力開発プログラムや遠隔教育

システムの充実を推進・強化する。

県立芸術大学の果たす役割は、建学の理念に基づいた美術、工芸、音楽、芸能の芸

術分野における有為な人材を育成することである。そのなかで本学の特色となってい

る沖縄の伝統芸術の継承と新たな芸術の創造及び時代の要請に対応できる人材の養成

は重要である。また、質の高い研究、教育理論に基づく教育研究システムを確立し、

本県の芸術文化の振興を図るとともに、芸術文化の国際交流を一層充実する必要があ

る。このため、個々の教員の専門性の研究をさらに深化させ、県立芸術大学の役割の

実践化、目標達成にむけての教育研究の推進と基盤を整備、強化する。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

プロジェクト研究等の共同研 件 0 2 教員個々の研究と全学的な研究

究数 の相乗作用で、研究活動が活発と

なる。

島しょ看護に関連する論文数 件 8 20 島しょ環境における看護実践の

根拠となるデータ・情報・知識が

蓄積される。

科学研究費等の外部研究費 件 13 20 教員個々の研究能力が向上し、

獲得数 質の高い教育研究が行われる。

（以上、県立看護大学）

プロジェクト等の共同研究数 件 4 6 教員相互の共同研究、部外研究

者との共同研究が活性化している。

科学研究費の外部資金の獲得 件 9 12 教員の専門研究の深化が図られ

数 ている。

地域団体との共同研究数 件 3 5 地域の芸術振興への貢献が図ら

れている。

（以上、県立芸術大学）

活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

学内外の学際的共同研究数 件 2 5

学術雑誌等への投稿論文数 件 10 20
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科学研究費等の外部研究費獲得のための申請数 件 22 30

（以上、県立看護大学）

教員の研究論文発表件数 件 － 22

実技系教員の作品発表、演奏会数 件 － 23

科学研究費獲得のための申請数 件 10 15

（以上、県立芸術大学）

(１) 教育研究の充実

県立看護大学では、専門分野・領域を超えて大学の共通目標に向かう学際的研

究や看護実践現場との共同研究を推進することで、離島や過疎地域を含む島しょ

県沖縄の健康問題や看護実践上の課題に取り組む教育研究を充実する。

県立芸術大学では、教員の専門性の研究をさらに深化させるため質の高い研究、

教育システムを確立し、地域に貢献する役割、さらに国際的に活躍できる人材を

輩出するための教育研究の推進を図る。

事 業 名 内 容

島しょ看護実践者のキャ ・大学院博士課程の専門看護師等の人材養成と連携し、島

リア支援事業 しょ看護実践者のキャリア支援を推進する。

島しょ地域における看護 ・県内外の離島・過疎地域における看護実践を対象とした

実践の質改善に関する共 共同研究を推進する。

同研究事業

島しょ保健看護ナーシン ・東南アジア、環太平洋地域などをフィールドとして、研

グ・リサーチ創出事業 究者間の交流事業を推進し、国際プロジェクト研究を創

出する。

（以上、県立看護大学）

教員の研究活動の推進 ・教育研究費の有効活用、配分の見直しを図る。

・プロジェクト研究、外部資金獲得の組織的な取組を推進

する。

芸術力を国際的水準に高 ・姉妹校の拡大並びに学術交流を促進する。

める ・国内外の研究者との共同研究を推進する。

地域の芸術教育の振興 ・地域の芸術分野の団体、指導者との交流、共同研究を推

進する。

（以上、県立芸術大学）

(2) 教育実施体制の充実

県立看護大学では、ＩＣＴ環境を含む教育研究環境の整備・拡充を推進し、教

員個々の研究能力の開発や向上を組織的に支援する。

県立芸術大学では、首里当蔵、首里金城、首里崎山の分離キャンパスの連携を

密にし、教育研究内容の充実を図るとともに国内外との交流、情報発信を促進さ

せるための施設、設備の整備を推進する。



- 93 -

事 業 名 内 容

島しょ県沖縄ＩＣＴ環境 ・遠隔地の大学院生、看護実践者に対する教育研究指導の

の整備事業 拡充にむけて、ＩＣＴ環境を整備する。

大学教員の研究リテラシ ・研究方法論、データ解析ツール、ＩＣＴの活用法等の研

ー・コースワーク助成事 究リテラシーに関するコースワークやそのコース開発を

業 助成する。

図書館機能の電子化推進 ・離島、過疎地域からのアクセスを高めるために、文献情

事業 報等の電子化、オンライン検索等の機能充実を推進する。

（以上、県立看護大学）

ＩＣＴ環境の整備 ・芸術文化活動、教育情報のリアルタイムの情報発信のた

め、ホームページの充実化を図る。

・学生サービスの維持向上のため、オンラインシステム化

を図る。

施設の整備拡充 ・県外、県内遠隔地の学生及び留学生のための学生寮の整

備を図る。

・首里崎山キャンパスへの段階的移転及び全学移転構想の

策定を進める。

・漆芸分野関連施設の拡充を図る。

附属図書・芸術資料館の ・専任の司書及び学芸員の配置を図る。

機能拡充

（以上、県立芸術大学）



- 94 -

13 大学による社会貢献の推進（県立大学）

島しょ県にある県内唯一の単科看護大学として、すべての県民が質の高い看護サー

ビスを受ける権利を保障するために貢献する。そのためには、大学の教育・研究機能

を地域で活用できるよう具体的プログラムを提示し発信する。特に、特殊な課題のあ

る離島・過疎地域において人材養成・人材確保システム構築に努める。また、附属図

書館の機能を強化し、看護関連書籍の充実を図る。

沖縄芸術文化の教育研究で蓄積された資産を広く県民に還元することが芸術大学の

責務である。そのためには、これまで行ってきた地域貢献事業をより充実展開させる

とともに、新たな取組も視野に入れた組織的な活動を推進する。

成 果 指 標 単位 現状値 目標値 10年後の姿

（H22） （H28） (H33)

段階別離島・過疎地域看護研 人 － 第1段階 各研修が安定的に実施され第３

修事業 200人、 段階研修（６ヶ月）は認定看護師

第2段階 コースに認定されている。

100人、

第3段階

10人以上

看護学校教員のリーダー養成 人 － 10 大学院博士前期課程を修了した

事業 看護学校教員が各学校に配置され

ている。

離島・過疎地域の看護職人材 人 離島・過 離島・過 段階別離島・過疎地域看護研修

確保事業 疎地域の 疎地域の ２段階以上の受講者が小さい離島

看護職の 看護職が や過疎地域でも安定的に確保され

確保でき 安定的に ている。

ない町村 確保でき

や施設が ている

ある

看護職人材養成・人材確保ネ 回 ナーシン ネットワ 看護リーダーによるネットワー

ットワーク グリーダ ーク会議 ク会議が開催され、人材養成・人

ーシップ が定例開 材確保に関する課題が討議され改

会議を不 催 善されている。

定期開催

（以上、県立看護大学）

「公開講座」の開催数 件 42 44 講座内容の充実が図られ、研究

成果を県民に還元している。

展示会開催数 件 33 35 教員、学生による作品展の拡大

（芸術資料館） 及び充実が図られている。

（以上、県立芸術大学）
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活 動 指 標 単位 現状値 目標値

（H22） （H28）

離島・過疎地域看護研修会開催数 回 － 3

看護学校教員のリーダ－養成人数 人 － 2

離島・過疎地域の看護職人材確保検討会開催数 回 － 3

看護職人材養成・人材確保ネットワーク会議開催数 回 随時 3

図書館学外利用者数 人 3,986 6,000

（以上、県立看護大学）

公開講座参加者数 人 1,811 1,900

展示会観覧者数（芸術資料館） 人 11,700 13,000

演奏会入場者数 人 4,281 4,500

図書館利用者数 人 20,223 21,500

（以上、県立芸術大学）

(１)地域振興に貢献する取組の充実

県立看護大学では、離島や過疎地域であっても看護サービスが充実し、健やかで

安心できる暮らしが確保できるように、拠点が整備され「沖縄看護実践センター(仮

称）」で質の高い看護の提供できる看護職者の養成及び人材確保ネットワークの構築

を促進する。

県立芸術大学では、沖縄の芸術文化に関する公開講座・文化講座の充実、地域貢

献授業や産官学連携プロジェクトの充実を行うことで地域振興に貢献する 取組の

充実を図る。

主要施策（事業） 内容

段階別離島・過疎地域看護 ・離島やへき地を多く抱えた沖縄県の看護職者が、離島・へ

研修事業 き地の看護活動に必要な専門的知識・技術を学び、そこで

暮らす人々に質の高い看護サービスが提供できるよう段階

別に研修会を開催する。

看護学校教員のリーダー養 ・看護学校教員との交流の機会を確保し情報交換を行う。

成 ・リーダーが大学院博士前期課程に入学できるよう看護学校

校長会と検討する。

保健師未設置町村の解消支 ・保健師未設置町村の解消に向けて、行政、医療機関、離島

援会議 町村との検討会を開催する。

・人事交流など具体的方法を検討し、具体的に実施できるよ

う支援する。

看護職人材養成・人材確保 ・実習先の研究活動支援や処遇困難事例の検討、実習指導力

ネットワーク 向上研修を行う。

・看護職の生涯学習モチベーションの持続支援を行う。

・看護職の継続教育の支援を行う。
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・同窓会の組織力向上の支援及び情報交流システムの開発を

行う。

・地域の人的資源を看護教育に生かすための活動を推進す

る。

・出張公開講座を開講する。

・「看護リーダーネットワーク会議」や「看護大学をよくす

る会議」を開催し、人材養成・人材確保の課題を検討する。

（以上、県立看護大学）

公開講座・文化講座の充実 ・アートマネージメント講座の開設を図る。

・社会人向け沖縄文化講座の単位化を検討する。

・移動大学の充実を図り、地域の振興とともに、卒業生や大

学院生の活躍の場を検討する。

地域貢献授業の充実 ・小･中･高等学校と連携した出前授業やレクチャーコンサー

トを開催する。

・カリキュラムを工夫し各専攻・コース単位で地域貢献を目

的とする授業を行う。

産官学連携プロジェクトの ・専攻単位で取り組む組織的なプロジェクトとして推進す

推進 る。

（以上、県立芸術大学）
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